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平成３０年９月７日（金曜日） 

 

議事日程第２号 

 

平成３０年９月７日（金曜日） 
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  ３番   山  本     剛  君     ４番   吉  川  慶  一  君 
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市 長 米 田    徹 君  副 市 長 織 田  義 夫 君 



－ 54 － 

副 市 長 木 村  英 雄 君  総 務 部 長 藤 田  年 明 君 

市 民 部 長 
会 計 管 理者 兼 務 
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青 海 事 務 所 長 猪 又    功 君  市 民 課 長 小 林  正 広 君 

環 境 生 活 課 長 五十嵐  久 英 君  福 祉 事 務所 次 長 嶋 田    猛 君 
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農 林 水 産 課 長 池 田    隆 君  建 設 課 長 五十嵐  博 文 君 
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井 川  賢 一 君 

教育委員会こども教育課長 石 川  清 春 君  
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局 長 松 木    靖 君  次 長 山 川  直 樹 君 
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〈午前１０時００分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

おはようございます。 

これより本日の会議を開きます。 

欠席通告議員はありません。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、３番、山本 剛議員、１３番、中村 実議員を指名いたします。 
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日程第２．一般質問 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

日程第２、一般質問を行います。 

発言通告者は１４人でありますが、議事の都合により、本日５人、１０日５人、１１日４人を予

定しております。 

一般質問の質問時間は、答弁を除き１人３０分であります。 

所定の時間内に終わるよう質問・答弁とも簡潔に、要領よくお願いいたします。 

また、質問は通告の範囲内にとどめるよう、ご協力をお願いいたします。 

通告順に発言を許します。 

笠原幸江議員。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 〔１１番 笠原幸江君登壇〕 

○１１番（笠原幸江君） 

おはようございます。清政クラブ、笠原幸江です。 

通告書に基づき、１回目の質問をさせていただきます。 

１、子育て応援ブックの進捗状況と利活用について。 

社会の変化や急激な少子化に対応せざるを得ない背景が押し寄せていても、次代を担う子供たち

が健やかに生まれ育つことは市民全ての願いであり、そのような環境をつくることに、当市はさま

ざまな取り組みを行っております。特に、ゼロ歳児から１８歳までの子ども一貫教育方針を基本と

して事業を展開し、成果を上げています。その中の１つであります子育て応援ブックのその後の進

捗状況と今後の利活用について、下記の項目を伺います。 

(1) 現在発行されているほかの年齢児の進捗状況は、どのようになっているか。 

(2) 既に配付されているゼロ歳児から３歳児まで、４歳児から６歳児までの子育て応援ブック

は、どのように現場で生かされているか。 

① 体の土台づくりは、乳幼児期の発育・発達段階に沿ったさまざまな運動が重要であると

言われています。保護者や保育の現場でどのような取り組みが行われているか。 

② 子供が成長する上で欠かせない「やればできる」も土台の１つ、現場や保護者へ心身の

基本を伝え、実践し、生かしているか。 

(3) 専門的知識（スペシャリスト）の養成が必要とされます。現状はどうか。 

２、女性議会開催の促進について。 

市長は、市政運営の基本方針の中で、自分たちの住むまちは、市民みずから積極的に地域づくり

を進める活動に対して、行政は支援していかなければならないと話されています。 

さらに地域における行政懇談会などにおいても、日常生活に密着した意見を聞くよい機会である

とも述べられています。 

であるならば、出産、子育て、教育、健康、介護、ごみ分別など暮らしに密着している女性の考



－ 56 － 

え、提案などを施策に反映するため、どのように進められているか。また、平成２７年９月に「女

性活躍推進法」が施行され、それらを基本とした当市の男女共同参画プランにおける女性が活躍し、

輝く社会の実現に向けた女性議会開催促進に着手していただきたい。着手するための進捗状況を以

下の項目について伺います。 

(1) 各種審議委員会での女性が占める割合は、合併前から現在までの状況はどのように推移し

ているか。 

(2) 男女共同参画推進事業（啓発活動の実施）の現状はどうか。 

(3) 当市の採用、登用など現状の取り組みはどうなっているか。 

(4) 女性のための相談室の認知度で、知らない人の割合が６３.４％と高くなっている。その

原因分析はどうか。 

(5) 女性議会の開催について、庁内会議で検討されたか。 

３、避難行動要支援者避難支援プランについて。 

高齢者や障害者など災害発生時に独力で避難することが困難な人たちへの支援対策として、平成

１９年１２月に当市の災害時要援護者避難支援プランを策定。その後、平成２３年３月の東日本大

地震を受け、平成２５年６月には、災害対策基本法の改正を受けて、当市は平成２８年２月に改訂

版を策定。「災害発生時にみずから避難することが困難な者で円滑かつ迅速な避難のため、特に支

援を要するもの」を「避難行動要支援者」と位置づけ、市がこの名簿を作成し、本人の同意を得て

関係者に情報提供することや、未同意者の名簿の情報の取り扱いについても、法の中で整備が行わ

れています。主な改正点の避難行動要支援者の対象を明確にするとともに、平常時及び災害時の支

援に係る共助の役割分担について、以下の項目について伺います。 

(1) 各地域の区長・代表への周知は、毎年されているか。 

(2) 個別計画は民生委員が作成し、避難誘導に協力とあるが、具体的にどのようなことか。 

(3) 地域 (特に自治会・自主防災組織)の災害時の役割分担の責任の範囲をどのように捉えて

いるか。 

(4) 要支援者の避難誘導時、車を使用する場合、「要支援者車両」ステッカーの活用はどうか。 

以上で１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

おはようございます。 

笠原議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の質問につきましては、この後、教育長から答弁いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

２番目の１点目につきましては、当市の各種審議会等における女性の占める割合は、今年４月

１日現在で２５.８％であり、合併前と比べて増加いたしております。 

２点目につきましては、講演会の開催やホームページへの掲載、チラシの配布等により、市民周

知を図っております。 
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３点目の職員の採用につきましては、男女の区別なく採用いたしており、今年度の採用職員の採

用試験は、全職１５名中７名が女性となっております。また、登用につきましても適材適所により

対応いたしております。 

４点目につきましては、知らない人の割合は男女とも高い状況にあることから、おしらせばん等

へ掲載のほか、公共施設にパンフレットやカードを配置するなど周知に努めております。 

５点目につきましては、女性の意見を聞くための手段の１つとして捉えておりますが、開催を前

提とした検討はいたしておりません。 

３番目の１点目につきましては、毎年更新した要支援者登録名簿を自治会に提供いたしておりま

す。 

２点目につきましては、民生委員は要支援者の一人一人の避難支援方法について個別計画を策定

し、災害時には、みずからの安全を確保した上で要支援者の安否確認を行うなど避難誘導に協力す

るものであります。 

３点目につきましては、自治会や自主防災組織等は災害時の役割として要支援者の安否確認と避

難誘導を行い、市へ状況を報告することとなっております。 

４点目につきましては、要支援者車両の位置づけをどうするのかなどの課題もあることから、こ

れらの課題も含めて検討してまいります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますのでよろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原教育長。 〔教育長 田原秀夫君登壇〕 

○教育長（田原秀夫君） 

おはようございます。 

笠原議員の１番目の質問にお答えいたします。 

１点目につきましては、現在、小学生版を作成中であり、来年春までに配付予定であります。 

２点目につきましては、乳幼児健診や育児教室、保育園での健康教室などにおいて、子育て応援

ブックの内容に沿いながら子供との健全なかかわり方や愛着形成を促す取り組みを進めております。 

３点目につきましては、妊婦や乳幼児の保護者等を対象とした育児教室において、愛着形成指導、

運動指導などを行う人材の確保に努めております。 

以上でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

２回目の質問に入らせていただきます。 

１番ですね、今これから小学生ということで、春までということなんですが、どの程度まで今進

んでいるか。製本までいってるのか、準備段階なのか、まず聞かせてください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

石川こども教育課長。 〔教育委員会こども教育課長 石川清春君登壇〕 

○教育委員会こども教育課長（石川清春君） 

おはようございます。 

お答えします。 

現在、原稿がほぼそろっておりまして、今、校正にかかるところであります。印刷も年度末ぐら

いにして、４月には配れるようにしたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

子育て応援ブックですが、糸魚川市は家庭教育の応援ということでこのような取り組みをされて

るということは、ゼロ歳児からこのブックを作成するときに教育長のほうからお聞きしております。

これ何でそんなにおくれているんですかね。ゼロ歳児から、それから４歳から６歳は、これは早か

ったんですけども、小学校の部分で、小学校の１年生から３年、４年から６年というふうになって

いくと思うんですが、おくれてる理由は何なんですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

石川こども教育課長。 〔教育委員会こども教育課長 石川清春君登壇〕 

○教育委員会こども教育課長（石川清春君） 

お答えします。 

そのゼロ歳から３歳、４歳から６歳までの応援ブックにつきましては、今年度初めに配付いたし

ました。トータルで４,１７０冊、今度の春には小学生版を配るということです。 

おくれていると言えば、おくれてるんですけれども、一からつくるものでありまして、１つ文章

をつくるにもいろいろ裏づけが必要でありますので、いろんな文献を見ながら進めていたというこ

とでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

なるべく早く完成して、保護者さん、あるいはさまざまな活動の中で生かしていっていただきた

いと思います。 

２番目、ゼロ歳児から３歳児、保護者へのいろんな健診時だとか赤ちゃんの健診などのときにお

使いになっていらっしゃるということなんですが、どうですか、これ現場のほうではどういうふう

にこれを生かして、配付だけじゃなくて、この中に入ってる内容的なものを現場でどのように生か

されて、要するに保育士さんの技量がかかってくると思うんですが、どのようにされておりますで

しょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

井川教育次長。 〔教育次長 井川賢一君登壇〕 

○教育次長（井川賢一君） 

お答えいたします。 

０歳から３歳のブックにつきましては、２カ月児訪問のときに全戸訪問させていただいて、その

場で保護者の皆さんにお渡ししております。それで、保護者の皆さんには、育児をする上でのヒン

トになるようにということで、職員のほうから指導をさせていただいております。 

また、保育園につきましては、保育士の研修会を開きまして、その中で内容周知をしまして、配

付しております。また、保育士のほうから保護者のほうへも配付させていただいて、活用いたして

おります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

とても大事なゼロ歳児から４歳児、ここが一番、人間発達段階で体がつくり、いろんなものに挑

戦する意欲も湧き、それが、ただこの本を配ってこういうのいいですからおうちでやってください

というのは、少し大変な作業なんですね。 

というのは、はいはい、それから成長がどんどん成長していく上に、やはり手を差し伸べる部分

はきちっと差し伸べないと、体の、①のところで書きましたけれども土台、人間としての土台づく

りがそこで形成されると私もお聞きしております。ですから、ここのところをしっかりと現場と、

あるいは保護者と連携とる中で、悩み、あるいは若いパパとかママさんたちに寝返りを打つときの

指導だとか、それが大事なんですよということを一緒になってやっていかないと、これがしっかり

確立すれば人としての、はいはいから歩む、歩めば歩く。でもこの土台がしっかりできないと、な

かなか人間というのはうまく将来にわたって、あるいは小学校行ってでも、あるいは中学校、高校

と全部それにかかわってくるということをお話お聞きしてます。 

そこで、実際に現場でやっておられるかどうか。やってたらいいんですけども、ただ保育士さん

の研修に使うだけでなくて、どういう場面にはこういうことをやりなさいというようなものをやっ

ていらっしゃるかどうか、お聞きしたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

井川教育次長。 〔教育次長 井川賢一君登壇〕 

○教育次長（井川賢一君） 

お答えいたします。 

０歳から３歳につきましては、２カ月児訪問のときにお話をさせていただくというふうに先ほど

申し上げましたけども、乳幼児健診の機会ですとか、あと、はいはいについては、やっぱり運動の

一番初めの部分ということで重要だというふうに捉えておりまして、はいはい相談・指導を４カ月

児健診のときに実施させていただいております。そのときに、やはりそれぞれ発達段階において赤
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ちゃんの動きには意味があるということで、保護者さんに丁寧にそれぞれ、例えば抱っこするとか、

物をなめる、それからさわるとか、そういったことについても合わせて周知をさせていただいてお

ります。 

また、保育園のほうにつきましては、基本的には、じゃれつき遊び推進ですとか、園の中での運

動といえばちょっと言い過ぎかもしれませんけど、運動遊びですとか集団遊び推進をして、それに

ついて保育士に研修をして取り組んでいるといった状況でございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

実際に、その指導者として大変これある意味では、ゼロ歳児ですから危険を伴う場合もあります。

例えばうつ伏せにしてて、それを見てなきゃいけないとか、あるいはコツ的なものを指導しなきゃ

いけないとか、ただ誰でも、普通お母さんであれば意識しながらおうちの中ではできるんですが、

集団の中だとなかなか目が行き届かなくなったりしますので、それらの指導者といいますか、保育

士さんは研修して実際にできるかもしれないんで、糸魚川にそういう実際に保育園の中で活用して、

指導者を利用して活用している現場というのはあるもんなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

井川教育次長。 〔教育次長 井川賢一君登壇〕 

○教育次長（井川賢一君） 

お答えいたします。 

保育園のほうで、例えば遊びアドバイザーといいますか、そういった派遣をして研修をしてると

いったことでございます。また、保育園・幼稚園に、それぞれ健康教室というのがございまして、

そちらのほうに有資格者の職員が行く場合もございますが、外部の指導者を派遣して対応してると

いう場合もございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

私の知る範囲でありますが、実際に保育園の中で有識者の方をお呼びして、全体を見ていただけ

る指導者という方がいらっしゃいますが、当市では、そういう指導者の人材というのは足りてるも

んなんでしょうか、不足しているもんなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

井川教育次長。 〔教育次長 井川賢一君登壇〕 

○教育次長（井川賢一君） 
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お答えいたします。 

専門職といえば保健師ですとか助産師、保育士、それから運動の部分では健康運動指導士という

ことになろうかと思いますが、現状では、確保はできているというふうに思っておりますが、今後

また、その後継者の育成とかそういった部分では課題があると思いますので、引き続き、確保に努

めていきたいというふうに思ってます。 

また、専門職だけではなかなかそういった研修も運営できないというふうに思っていまして、子

育てのサポートとかそういったものの育成にも努めていきたいというふうに思っています。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

もう一度確認いたしますが、ぜひ専門的知識のある方、どなたでも関心があればできると思いま

すので、育成に力を入れていただきたいと思っております。 

というのは、こういうゼロ歳児のときから実際にかかわって、もちろん保育現場でもやっていた

だくと、人間形成の上ですごく差が開くと。要するにやればできる。はいはいして、ここまではい

はいしてきたら、次が何ができるだろうとか、あるいは歩いて、よちよち歩きでもつかまりながら

歩く、その子供の自主性が生まれてくるとか、実際にそういうものがすごくいいんですよというこ

とを私も少し、ほんのわずかなんですけど学ばせていただいて、なるほどな、私が子育て終わって、

孫も小学校上がってますので、もう少し早くそれを知ってたらななんて思って反省してるところな

んですが、多くのそういう指導者を糸魚川市内の保育園の至るところに、現場に入ってかかわって

あげれば、私は糸魚川市の子供は将来、本当に明るい、自立できる、自信の満ちた子供になるんじ

ゃないかと思って、今回、質問させていただきました。ぜひスペシャリストとは私は書きましたけ

れども、専門的知識のある方、もう少し養成していただけませんでしょうか、約束していただけま

せんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

井川教育次長。 〔教育次長 井川賢一君登壇〕 

○教育次長（井川賢一君） 

お答えいたします。 

子供の成長にかかわる専門職というのは、非常に大事だというふうに思っています。今後もしっ

かり専門職の確保と育成に努めてまいりたいと思います。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

ありがとうございました。ぜひお願いいたします。 
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それから、大きな２番目の女性議会なんですが、これ私一度、一般質問を、まだ議会入ったばか

りのときにやっております。そのときに大変明るい話をお聞きしておりまして、それのきょうは確

認をさせていただきたいと思っております。 

こういうプランができてまして、先ほど市長も合併前から比べたら２５.８％、審議委員会の女

性に占める割合は多くなってると言いますが、実際、この用紙を見ますと大変高い数字を上げてる

んです。平成３３年度まで何％にしたいというふうに挙げてるんですけど、実際に平成３３年まで、

これクリアできるというふうにして、このプランの中に書き落としたのか、まず確認お願いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

おはようございます。 

平成２９年度からの第２次いといがわ共同参画プランにおきましては、審議会等の女性委員の占

める割合ということで４０％という目標を掲げております。これについては、平成１９年度に策定

いたしました第１次、合併後の最初の男女共同参画プランでも４０％という目標を掲げて取り組ん

できたところでございます。これについては、この４０％という高い目標を掲げて取り組むという

ものでございまして、３２年度までに達成できるか、できないかと言われますと、今のちょっと

２５％、２６％弱の数字だと現実的には難しいというふうには思っておりますけども、この数字を

目指して各審議会の選出をお願いしている団体等へ女性委員の選出を今後もお願いしてまいるとか、

そのような形で取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

この資料の中から見ますと、先ほど２７年度で現状が２６.９％でありました。確かに４０％、

３３年までに引き上げるということなんですが、ぜひ黙っててはだめなので、パンフレットだとか

いろんなもので、おしらせばんだのそういうもので周知していきますとは言いますけど、意識的に

やらないとふえないんです。出されるときは女性を何人出してくださいと、各団体の方たちにお願

いしないと、審議委員会の名簿、ただ、どなたか推薦してくださいというんであれば、なかなか上

がってこないんですよね。ぜひお誘いする方法を一度とっていただけませんでしょうか、いかがで

しょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

現在でも各審議会の委員へ女性を登用するようにということで、各審議会の事務局をしている課

のほうにはお願いしているところでございます。 
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それで、議員先ほどおっしゃってるように女性を出していただくような形で、各選出団体のほう

へお話ししているところもあります。ただ、指定職ということで、この職の方を出してくださいと

いう部分の審議会等も多いという部分もございますので、その辺はその指定職のほうへ女性の方が

登用されない限りは、少しその部分で女性の委員の登用率が向上するというのは難しい部分もある

のかなとは思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

２番目のところに男女共同参画推進事業、啓発活動の実施というふうに、その現状なんですが、

先ほども繰り返しになりますが、啓発活動としてパンフレット、ホームページ、あるいはそういう

もので周知してるとおっしゃいますが、実際に啓発活動というのは、その程度のものなんでしょう

か。そうでなくて、もう少し現実的な実のあるものをやっていらっしゃるのかどうなのか、ちょっ

とこの書類の図面の中ではちょっと見えてこないんですけれども、どうなんでしょう。それだけや

っていけば啓発活動の一環として、市はそれでいいのだというふうに考えてるのか、それのところ

の見解を聞かせいただきたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

議員、今おっしゃった男女共同参画推進事業における啓発ということで先ほどお答えしたように、

講演会、ホームページ等での周知ということでお答えをさせていただきました。ここの事業につき

ましては、男女共同参画に係る基本的な理念の広報とかそういうものをしております。具体的に各

職場での男女共同参画社会の実現等については、今、外郭団体でありますワーク・ライフ・バラン

ス推進協議会とか、あとそれぞれ子供の教育分野では、それぞれ学校なり教育現場の中で、また社

会教育の中でということで、それぞれの分野でそれぞれの対象にあった啓発広報をしているという

ものでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

それで、女性の活躍推進員、これは糸魚川市の女性活躍推計画の文言の中に、平成２７年９月に

は女性活躍推進法が施行され、女性の採用、登用、能力開発などのための事業主、糸魚川市、行動

計画に義務づけられておりますというふうにうたっております。当市も先ほど、ことしの採用で

１５名中７名が女性だったということをお聞きいたしました。半数ですね、これはいいんですが、

では、管理職として女性が、この議場の中でもお一人しかいらっしゃいませんが、もう少し登用す

る意味でおいて、女性が多くならないといけないんじゃないですか。義務づけられておりますので、

ぜひそこの考え方というのは、能力に応じてということで、先ほど市長おっしゃいましたけれども、
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意識的にやらないと、これもなかなか上がってこないことなんですが、そこの点ではどういうふう

に考えていらっしゃいますでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺総務課長。 〔総務課長 渡辺成剛君登壇〕 

○総務課長（渡辺成剛君） 

お答えします。 

今のプラン上での管理職の割合というのは３.４％といった数字になっております。こうした中

で、なぜ低いかということですが、１つには、この管理職クラスにおける女性の割合、もともとの

分母の女性の割合が低いということであります。全体の平均では、市職員の３２％が女性でありま

すけども、管理職クラスになります、いわゆる５６歳以上だと２割ぐらいといったことで分母が少

ないことと、それからそこの層における一般職の割合が少なく、専門職、いわゆる技能労務職とか

保健医療職といったところが少ないといったところが原因であります。 

しかしながら一方で、議員ご指摘のように女性の活躍といったものも期待される中で、大火前の

人事異動におきましては、女性職員のさらなる活用を期待して、役付職員への登用を積極に行った

といったことに努めているということでありまして、議員の意見を踏まえる中で積極的に登用とい

ったものを図っているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

平成２７年度の糸魚川市男女共同参画に関する市民アンケートの中に、女性のリーダーがふえた

場合どのような影響があると思いますかという問いの中に、男性のポストが減り、男性が活躍しづ

らくなるのではないかというデータも出ております。中には男女問わず優秀な人材が活躍できるよ

うなものになるんじゃないかという反面、ほんのわずかなんですけれども男性のポストが減って、

男性が活躍しにくくなるというのも市民アンケートの中に載ってるというのが、当市のちょっと何

ていうか隠れた部分のイメージが浮き彫りになってるんじゃないかなというふうに私は感じており

ます。ぜひ大いに女性活躍できる、輝く社会というふうに国でも言っておりますので、今後、一考

していただきたいと思っております。 

それから、４番目の認知度が、知らない人、相談室を知らない人が６３.４％と高くなってます。

この原因分析していますでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

女性のための相談室の認知度、議員ご質問のとおり全体では６３.４％の方が知らないというふ

うな調査結果になっております。ただ、その中で、男女別に分けますと男性のほうが７１％、女性

のほうが５７％、相談室を知らないというふうな答えをしているということで、それでも女性のほ
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うには、男性よりも認知度が高いのかなというふうには思っております。 

ただ、どちらにしてもこの認知度については、相当高いというふうに思っておりますので、各公

民館等にパンフレットなり、トイレにチラシ等、カードですかね、等を置いて周知に努めてるとこ

ろでございますけども、まだまだ認知度が低いということでございますので、さらなる周知に努め

てまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

５番目です。女性議会、これ先ほど市長は検討してないとおっしゃってました。お約束が違いま

す。私、平成１７年の１２月議会で当時の課長から答弁いただいているんです。 

機運を高めてまいりたい。行政をしてプッシュをしていきたい。新年明けましたら女性の団体と

懇談の機会も設けてございます。この提言を踏まえ、またお話をさせていただきたいというふうに

考えております。 

これ、全然今まで挙がってない。平成２９年、私１７年なんで。いかに皆さんがここの議場でお

約束したことを庁内で検討してないということはどういうことなんですか。一度も引き継ぎという

のはやってないんですか、確認お願いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

当時そのようなお答えをさせていただいたかというのは、私のほうも認識しております。ただ、

その後、女性団体の１つが、運営の役員のなり手がいないということで解散したりということで、

なかなか状況が高まってこなかったという部分もありまして、市としては、女性議会というよりも

各審議会の委員に、まずは女性の方からなっていただいて、そういうところを通じて女性の意見を

より多く聞いていこうということで今まで取り組んできたということでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

そんなことしてたら、いつまでたってもできないですよ。声をかけてなり手がない、なり手がな

いって言ったら、その団体はもう消滅してますか、続いてますよ、みんなで力を合わせて、何とか

しなければいけないということで。だから、審議会なんかも、あれは充て職じゃないですか。みず

から自分の力で、私はその会に入っていきたいとは言ってませんよ。皆さんはそういうふうにして、

答弁をした後、１２年もたってるのに全く機運が高まってない。仕掛けないからですよ。 

ある市では、こういう女性議会やります。皆さん公募してくださいと言ったら定員オーバーぐら

いにして募集を、手を挙げられた方がいらっしゃるというところがあるんです。議会で総務文教常

任委員会のときに視察に行ったところの話です。それこそ昨今、この二、三年の話ではありません
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が、そういう地域もあるんです。糸魚川市もやりましょうよ。何でできないんですか。もう一度聞

かせてください。審議委員会の公募、大体名簿を見ますと同じような方たちが幾重にも幾重にも重

なってるじゃないですか。行政から出されたものを、ただそれをお話聞いて、地域に戻ってきてお

話しするということないでしょう。多くの声を聞きましょうよ。何が原因なんですか、何ができな

いんですか、面倒くさいんですか。ぜひやっていただきたい。お願いしたいんですが、もう一度お

願いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

各審議会でも市民公募という公募委員等の枠もございます。そういう中で、各団体にお願いする

場合もそうですし、公募する場合についてもこういう方にこんなのがあるよというふうな声がけも

してるというふうなことは聞いております。 

ただ、市民議会という部分になりますと、なかなかその部分では発言する方のハードルが高いの

かなというふうにも思っております。そういう中で、やはり審議会等でそういう場をいろいろ経験

していただく中で、そういう議会が開いたほうがいいというふうな状況になれば、また検討してま

いりたいというふうには考えています。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

検討ではありません。やるか、やらないか、どちらかです。やりますか、やらないですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

今この場では、やる、やらないというふうな結論はちょっと申し上げることはできないというと

ころでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

女性議会の人数というのは、大体決まってます。糸魚川市に女性、今、輝いてるんです。糸魚川

駅北大火で糸魚川市民会議、女性の方がどんどん出てきてます。今なんですよ。発言力がだんだん

出てきてるんですよ。機運が高まってるんですよ。それを皆さん、復興推進課の斉藤課長、感じて

るんじゃないですか。本当に駅北で頑張ってワークショップやりました。どうですか、いかがです

か、今女性輝いて、自分の意見も言って、ワークショップでも手を挙げて、こういうまちつくりた

いとやってるじゃないですか。いかがですか斉藤課長、実態のところを教えてください。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

斉藤復興推進課長。 〔復興推進課長 斉藤喜代志君登壇〕 

○復興推進課長（斉藤喜代志君） 

おはようございます。お答えいたします。 

実態ということで、私が今担当している仕事の中での女性の活躍度合いとか、そういったことで

あろうかと思いますが、まさに今いろんなまちづくりや、それから地域づくりとかそういった場面

で、以前よりはやはり女性の方がいろいろと積極的に参加されているという状況は、私としても肌

を通じて感じております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

そのとおりです。おっしゃるとおりなんですよ。今まで台所にいた女性たちが、商店街の奥様た

ちが表通りに出るようになったんですよ。それは皆さんしかけていってくれたからなんです。しか

けないとなかなか引っ込み思案で、この１７年のときも私もお声をさせてもらったんだけど、いや

ちょっとねとか、ご主人にちょっとご遠慮があったりとか、でも今どんどん前に出てきてますでし

ょう。この機運を捉えてぜひやっていただきたい。検討という言葉は、私もう１２年前にお聞きし

てやらないというのはわかってますので、やっていただきたい。副市長いかがですか、今機運が高

まっているんですよ。今この機会を逃したら糸魚川沈没してしまいますよ。そこぐらいまで気合い

を入れてやっていただきたいんですけど、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

確かに平成１７年の１２月議会に提案がありまして、担当課長のほうは少し前向きな答弁をさせ

てもらったと思ってますけども、たしか市長はそのとき余り前向きでなかったような答弁をした記

憶はあります。というのは、やはり議員さんが申しますとおり、暮らしに密着している女性の考え

を、考えとか提案などを施策に反映するというのが大きな目標であります。 

したがって、その手法として、女性議会の開催もありますけども、やはり通常的には各種委員の

中で女性の占める割合を何といいますか高めていくのが一番いいのではないかと思っております。

また、特に公募委員、一般に委員を公募してますけども、公募する中では女性はほとんど少ないと

いう状況であります。どんどん公募委員に出てきてもらって、各種審議会の女性の割合をどんどん

高めて、そういったことの中で女性の考え、施策を反映していくのが一番いいのではないかなと思

っております。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

次の質問に入りますけども、まず、男性が理解していただかないとだめなんですよ。男性なんで

す。糸魚川市の男性が一番理解していただかないと、女性がどんどん表に出てこれないということ

なんです。今の答弁聞いたってそうじゃないですか。前向きにやろうよと言ってるんだから、やり

ましょうよということだけなのに、みんなさっきのアンケートと同じで困るんですか、女性がどん

どん前に出てくると。そんなふうな感じを受けます。 

時間がないので３番目の避難行動の共助の部分について、お話聞かせてください。 

まず、この避難行動、共助の部分で、民生委員さんが作成します。これをどの担当課のほうに集

約して、特に今３番目の自治会です。自主防災組織、この責任の範囲です。責任の範囲の、このプ

ランの中に一番問題にあるのが、災害に備えた機関別避難行動要支援者支援分担、地域のところの

⑤です。避難行動支援者の避難支援に避難支援者がその責任を負う義務はないことの周知と書いて

ありますけど、これはどのようなことを言ってるのか、まず聞かせてください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

嶋田福祉事務所次長。 〔福祉事務所次長 嶋田 猛君登壇〕 

○福祉事務所次長（嶋田 猛君） 

おはようございます。お答えいたします。 

まず、民生委員さんが調べた情報等について、どこに集約されるかという担当課でございますが、

そちらにつきましては、福祉事務所のほうに名簿提出をいただきまして、個別計画の策定という形

となっております。 

２点目の避難支援プランの６ページでしょうか、要支援者の支援分担の地域の⑤というところの

責任を負う義務がないことの周知という意味ですが、こちらにつきましては、実際に避難支援に支

援者が当たって、仮に事故が起こったとしても、そちらについては自己が負うものではないといっ

たものを皆様に周知をしたいというものであります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

今のこの件を各地域の区長さんとか、あるいは代表の方にじっくりと時間をかけて、毎年説明を

されておりますでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

嶋田次長。 〔福祉事務所次長 嶋田 猛君登壇〕 

○福祉事務所次長（嶋田 猛君） 

お答えいたします。 

能生地域につきましては、本年５月に自治会の代表が集まる機会に制度の説明を行っております。 
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しかしながら、自治会の代表が変更することもあることから、機会を捉えまして今後ご説明をし、

理解を深めていただきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

今、能生地域のということなんで、糸魚川全体です。糸魚川市全体、能生だけじゃなくて、地域

からいえば糸魚川地域、青海地域、これはやっていらっしゃいますか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

嶋田次長。 〔福祉事務所次長 嶋田 猛君登壇〕 

○福祉事務所次長（嶋田 猛君） 

お答えいたします。 

糸魚川地域及び青海地域につきましては、説明等を行っておりませんので、今後、機会を捉えま

して説明を行ってまいりたいと考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

いつごろやられます。計画的に、これできてから、平成２８年の２月に改訂されてるんですけど、

いかがですか。今のところスケジュールというか、これやっとかないと、今回も大きな地震、北海

道でありました。その前は関西でありました。すぐ着手しなきゃいけないんじゃないですか。これ

をよく見ると、知らない区長さんとか自治会の方たちが多いんじゃないですか。それは必ず福祉事

務所が出向いてってやるという担当になってるんでしょうか。ぜひ聞かせていただきたいんですが。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

嶋田次長。 〔福祉事務所次長 嶋田 猛君登壇〕 

○福祉事務所次長（嶋田 猛君） 

お答えいたします。 

まず、早いうちに実施してはどうかといった部分につきましてですが、こちらにつきましては、

自治会、または自主防災組織の方々が集まる機会を捉えまして、早目に説明等をしたいと思ってお

ります。 

また、福祉事務所だけで説明を行うかという部分でございますが、こちらにつきましては、防災

等の関係もありますので、福祉事務所、また消防本部とも連携しながら進めてまいりたいと考えて

おります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 
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○１１番（笠原幸江君） 

共助の部分なので、どうしても地域がかかわらないと、この要支援者の行動計画というのはでき

上がらないと思うんです。民生委員さんが調べたデータもそうでありますが、それをいかに地域で

生かすかというところが大きな問題で、なかなかできないのが⑤番の文言です。これ今考えてる時

間ないんで、ぜひじっくりと時間かけて、地域に入って理解してもらわないと、要支援者の方を避

難支援する人材を確保しなきゃいけないんです。これはどういうふうにして皆さんお話し合い、ど

うしても人の力を借りなきゃいけないという方が、まだそんなにたくさんはないと思うんですけれ

ども、その人たちをいかに助けてあげられるかというのは、地域の力だと思うんです。その地域の

力の、私がやってもいいですよと声かけた方にお願いにいくのは、誰がやるんですか。区長さんで

すか、福祉事務所ですか、消防ですか。それは誰がやられるんですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

嶋田次長。 〔福祉事務所次長 嶋田 猛君登壇〕 

○福祉事務所次長（嶋田 猛君） 

お答えいたします。 

こちらのプランにも掲載されておりますが、要支援者を助けます避難支援者につきましては、そ

の支援を必要とされる方やその家族が災害発生時に容易に駆けつけることができる親族、また地域

住民をみずからが個人的に依頼することを原則としております。 

しかしながら、依頼できない方に対しましては、近隣住民の協力が不可欠でありますので、地域

内で支援者を選任していただきたいと考えております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

そこが問題なんです。そこの裏づけをきっちりとらないと地域困るんですよ。まず、災害が起き

たときは、自分の命は自分で守るというのが第一条件ですので、その次に何をしなければいけない

という共助の部分が入ってくるわけだから、この共助の部分の⑤のように書いてあると、なかなか

責任の義務を負わないことの周知って、それの説明もまだしてない。じゃあどうするんだろうとい

うのが、まず私は地域ですごく困って悩んでる区長さんたちが多いんじゃないかと思っております。

ましてや能生地域しか説明してないというから。でも、災害でもお助けする時間的な余裕、例えば

避難指示が出た場合、避難指示ですので時間的には２時間、３時間の余裕はあると思うんですけど

も、避難指示を受けたときにその人たちが動けるような自家用車を、自分の車を使って避難場所を

避難誘導するということも可能になってくるのではないかと思います。 

今回のように震度７という大きな地震が一気にどかんと来たときには、それは大変難しいかもし

れませんけれども、糸魚川、姫川が氾濫するとか、津波の場合も５分、１０分の時間だとなかなか

間に合わないけれども、早目の避難指示が出たときのものに車を使えるんではないかなと考えまし

た。それで、要援護者を避難させるときに自家用の車にステッカーを張らせていただいて、それを
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用意していただいて、張らせていただいて、優先順位の中で動かすことは可能ではないかなという

ふうに考えてみたんですけど、そういう提案などはいかがでしょうか。そうしますと警察とのかか

わりも出てくると思いますが、糸魚川市はそういうふうにして、避難誘導車というものを張ったも

のを優先的に交通整理のときに通させていただいて、避難所へ運ばせていただきたいというような

形に持っていっていただきたいなと思っておるんですが、いかがでしょうか。いきなりの提案で申

しわけないんですけれども、考えることはできるのではないかと思っておりますが、いかがでしょ

うか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

今、笠原議員のこのご提案の事柄につきましては、非常に一面有効的だと捉えるわけであります

が、しかし、今まで起きておる自然災害を見ておりますと、どのような災害が起きるかわからない。

逆に誰がそれをやるのか、またそして、それがどのようなまた影響を及ぼすのかといろいろなこと

を判断しなくてはいけない部分もあろうかと思いますので、有効とは思いますが、その辺いろいろ

な観点から判断させていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

市長ありがとうございました。多分、この⑤のところで地域は一番悩むところです。責任を負う

義務はないことの周知と書きつつも、地域で何とかせえと言われてもできないんですよ。だから、

それは消防だったり、糸魚川市だったりが率先して、そこの要援護者に当たることを進めていただ

かないと、地域の区長さんというのは、随時かわりますので、それと毎年毎年、更新していかなき

ゃいけなくなりますので、ぜひそこのところを徹底的に地域に入って、膝突き合わせて、その責任

は市がとりますよ。でも実際は、責任ないことを要援護者の方にもお話しできるんだということを

強くお話しする機会を設けていただきたいんですけど、いかがですか。やっていただきたい。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

今回の６月に行われた糸魚川市総合防災訓練におきましても４１の地区で要支援者の避難訓練を

行いました。その反省として出していただいた中には、やはり平日日中に支援する人材が不足して

いる。それから、要支援者の情報が不足している。どういった避難をすればいいのか問題だという

ような意見を出されております。 

消防本部におきましても、ハザードマップの打ち合わせの際ですとか、それぞれ自主防災組織と
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の話をする際には、一緒に相談に乗っておりますし、要支援者の避難計画を立てるときには、ぜひ

地域の消防団も一緒に検討させていただいて、消防団としてどうできるかということもアドバイス

といいますか一緒に取り組んでいきたいと思います。 

ただ、やはり消防団、それから消防署は、いざ災害が起きますと災害に応じまして、既に水防活

動、あるいは火災消火活動に出動しておりますので、実際そういったときに、じゃあ消防や消防団

が駆けつけられるかという問題もございます。東日本大震災のときにも消防団が助けにきて、おか

げで助かったという美談もありますが、中には消防団員も一緒に亡くなったということもございま

すし、消防団のいろんな手記を読みますと、どうしても助けたかったけども逃げざるを得なかった

ということもございます。やはり今のおっしゃる課題というのは、消防団、消防署も一緒の課題だ

と思っておりますので、今後、地域の自主防災組織と一緒に考えていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

捕捉になりますが、災害時の要支援者の救助というのは、当然、市が責任を持ってやらなくては

いけないと思いますし、それには消防署、消防団等も当たっていただけるわけでありますが、しか

し、今いろんな状況が起きるわけでございますので、非常にその辺を考えたときに大変な状況にな

るわけでございますが、直接、即対応というのはなかなか、今起きておる他の自然災害を見ており

ましても非常にすぐということは難しい部分がございます。 

しかし、そういった形でとり行っていく体制はつくっていかなくてはいけないと思っております。

そういう中で、いかに共助の部分で地域の皆様方が少しでもそれにかかわっていただければ、救助

の対応がより早くなっていくものと捉えておりますので、そういった考えで地域にお願いしていか

なくてはいけないと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

笠原議員。 

○１１番（笠原幸江君） 

今私、要援護者の方に１人で対応しなさいというふうに考えてないんで、先に言わなかったんで

すが、１人の方に対して３人、４人というふうにしてグループを組んで、１人がだめだったら次と

いうふうな形で避難指示、早目に指示が出たときの移動方法を提案させていただきました。ぜひ市

長も大変難しいとは思いますけれども、ぜひ検討じゃないな、しっかりと見守っていただければあ

りがたいなと思っております。 

ありがとうございました。２回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、笠原議員の質問が終わりました。 

暫時休憩します。 

再開を１１時１０分といたします。 



－ 73 － 

 

〈午前１１時０１分 休憩〉 

 

〈午前１１時１０分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、吉川慶一議員。 

〔「議長」と呼ぶものあり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 〔４番 吉川慶一君登壇〕 

○４番（吉川慶一君） 

清政クラブの吉川でございます。 

１回目の質問を行わせていただきます。 

１、糸魚川市防災計画の避難計画と気象情報の周知をいつごろとしているかについて。 

近年、全国各地において、短時間で強い雨が降り、河川の氾濫や土砂災害などの大きな被害が発

生している。防災計画に基づき、早い対策と市民への十分な注意喚起が必要と思われるが、市民が

どのくらい防災意識を持っているかお伺いします。 

(1) 最近の強風・大雨に対する危険予知を、市民は理解しているかについてお伺いします。 

(2) 気象情報と市防災広報の基準について。 

(3) 土砂災害の対応と対策について。 

(4) 避難路と避難場所の安全性について。 

(5) 避難勧告と避難指示の徹底について。 

２、農業施設の鳥獣被害対策について。 

県内各地で野生動物の被害が発生し、当市もことしは多く被害が出ている。熊やイノシシに田畑

が荒らされ困っている人々がいる。近年は中山間地から市街地へと移動がふえている。行政の対策

と対応をお伺いします。年々、熊・イノシシ・猿・鹿による被害が増加している原因は、山の主食

が凶作と聞く。雑木林はふえ、山林の手入れがなく、耕作放棄地がふえていると専門家は言ってい

る。今の状態が続けば人身に被害が出るおそれがある。被害者が出ないうちに対策を検討するべき

でないかと思う。以下についてお伺いする。 

(1) 耕作放棄地の見回りと耕作地の被害について。 

(2) 狩猟者の現況と育成の状況について。 

(3) 捕獲数の現状と今後の見直しについて。 

(4) 被害が出ないための対策について。 

１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 
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○市長（米田 徹君） 

吉川議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目につきましては、総合防災訓練を初め、出前講座、防災リーダー研修等を機会あ

るごとに周知・啓発を行っております。 

２点目につきましては、雨量・河川水位等の気象情報を総合的に判断し、市民への広報周知を実

施いたしております。 

３点目につきましては、土砂災害警戒ハザードマップの作成と配布を順次進めるとともに、地域

防災計画を基本的に対応いたしております。 

４点目につきましては、当該地区の役員、消防団員を中心に市がアドバイスする形で、より安全

な避難路・避難場所を選定いたしております。 

５点目につきましては、市では気象情報等により避難勧告等を迅速かつ的確に発令するとともに

情報を受ける市民も確実な避難行動につながるよう、日ごろから周知・啓発の徹底を図ってまいり

ます。 

２点目の１点目につきましては、農業委員会の農地パトロールで耕作放棄地の把握に努めており、

また、農作物への被害額は、２９年度で約６００万円となっております。 

２点目につきましては、市内での狩猟免許所持者数は、２９年度末で１５９名であり、ここ数年

は増加傾向となっております。また、狩猟の知識や技術についての講習会を開催し、新たな担い手

の育成に努めております。 

３点目につきましては、２９年度の狩猟も含めたイノシシの捕獲数は８０７頭となっております。

２８年度と比べて２倍となっております。今年度の計画捕獲頭数については５００頭といたしてお

ります。 

４点目につきましては、捕獲活動や電気柵の設置により、引き続き被害防止に努めてまいります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

２回目の質問をさせていただきますが、昨日早朝、北海道地震で被害されました皆様にお見舞い

申し上げます。 

早速質問をさせていただきます。 

最近、突然大雨が降り出したり、大雨の特別警戒が発令されます。そのときの判断が非常に難し

く、特に台風や大雨で数十年に一度の災害が起きるおそれがあります。特別警報で実際に避難所に

逃げた人は少ないとお聞きしております。早朝に適切に避難を施すための避難場所は、指示の基準

やマニュアルは本当にできておるのでしょうか。いま一度お考えと、また見直しする考えはどうか

をこれからお伺いいたします。 

さきにお聞きしますと、全国的に防災計画の見直しが行われております。当市においてもそうい

う考えがございますかどうかをこれからお聞きします。特に私は心配の夜間の降雨の時、地域の避
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難ルールは本当にできてるのかどうか。 

それから、防災無線の使用時の広報、本当にいいのかどうか。避難情報のタイムラインを市民に

どのように周知しているのか。早目の対応の発令基準、こういう見直しは本当にいいのかどうか。

雨量の予測と早い段階での判断基準はできているのかどうか。 

また、行政の迅速な避難をさせる基準は本当にいいのかどうか。それから高齢者、避難所の弱者

をどのようにお考えであるのかを、これらをお聞きしたいと思います。 

まず、最初に１点、災害はいつ発生するのか全くこれは予知できないです。被害を最小限に抑え

るためには、災害発生時の防災と、発生後の減災に私はあるんじゃないかと。 

しかし、想定外の災害に対してどう行動し、対応するか、糸魚川市の対応について、これらを踏

まえた中でお伺いいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

糸魚川市では、常に最悪の事態を想定しまして、あらかじめ総務部と消防本部、それから産業部

等、庁内定期的な情報交換を行っております。また、対応の確認のため庁内各課のほかに県の地域

振興局、それから県の防災局等と情報の共有を図るとともに連携を図りまして、それから、新潟気

象台からの最新の気象見通しとアドバイスをいただくということで、気象庁のほうも新たな水害予

測のシステムでもって、早目に私どものほうへ知らせていただくことになっております。早目早目

の対応ということで、できる限りの対策を講じてまいります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

関係機関と連携をとっていただいているのは非常にいいですが、やはり住民にすればどうしても

瞬時に、やっぱり急に大雨になったり、強風になったり、地震が、この判断基準が非常に難しいと

思っております。これをもう少し具体的に、やはり地域に入って地域防災計画等をよく組んでいた

だきたいなと、こういうことを合わせてお願いしときますが。 

次に、特に最近集中豪雨が多い。これは異常気象だと感じていますが、何十年に一度の災害だか

ら仕方がないとは言っておられません。被害を最小限にするために糸魚川市は取り扱ってる具体的

な対応をお伺いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

やはり被害を防ぐ、また軽減するということで、一番大事なのは、早目早目に避難をしていただ
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くということであります。今まで避難準備情報という発令があったわけですけども、それが国のガ

イドラインの改正等で、避難準備・高齢者等避難開始というふうなわかりやすい名前になりました。

避難発令するときには、そういったわかりやすいものを適時的確なタイミングで緊迫感を持って広

報無線等で知らせるということは大事だと思っております。それで、それをするには、まずは気象

情報、それから河川の水位情報等、気象庁や県と協力しまして正確な情報をいち早く収集しまして、

消防団、それから消防署等の警戒活動で現地の状況を十分に把握するということをやって、防災無

線等で適切に避難勧告等の市民周知を行いたいと思っておりますし、当然、避難する前提としては、

避難所が用意されてるというのが重要でありますので、避難所となる施設の管理者の皆さんには、

避難勧告が出ましたら開場して入れるようにということでお願いをしております。 

その避難勧告の基準等につきましては、河川の警戒水位等も基準がありますので、それをもとに

総合防災計画をもとに職員の配備態勢の基準等があります。その中で基準を定めております。その

基準、それから現地等を確認した中で総合的に判断して、それぞれの発令を行うということで進め

ております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

最近、気象情報が、頻繁に気象庁が早い判断で気象情報が出てまいります。特別警報、それから

特別のつかない警報、普通の警報、それから予報と、こういうことで順次出ておりますが、これが

出るときに本当に市民がこの警報の名称というのをわかっているかどうか。こちらの防災計画で、

それを徹底されてるのかどうか、お伺いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

いろいろな自主防災組織との会合、それから防災リーダー研修会等では、お話をさせてもらって

おりますけども、市民の一人一人が特別警戒、それから特別警報、それからそれぞれの大雨警報等

を理解しているかというと、まだまだ理解が進んでないのかもしれません。それについては、やは

りいろんな地域へ出向いての避難訓練の支援ですとかそういった場で、十分周知をしていきたいと

思います。 

特別警報が出る段階では、もう災害が起きていてもおかしくないという状況でございますので、

その前の警報の段階、それからそういった警報だけではなくて、気象庁のほうは今、河川の洪水警

報ですと５段階だったかなと思いますけども、警戒、特別警戒とかという、また別のそういった危

険度、正確なものを精度の高いものを提供しておりますので、そこら辺の見方等につきましても機

会を捉えまして、防災組織の皆さんですとか自治会の皆さんに一緒に説明して、理解を深めていた

だくようにしていきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

ぜひこの内容を市民に具体的に周知、防災教室ですか、いろいろあろうかと思いますんで、地域

へ入る、また広報等で周知をしていただきたいことをお願いしておきます。 

続きまして、減災にちょっと触れたいと思います。 

減災、やっぱりけが・被害等がないのは、早目の対策・避難だと私は思っております。防災マニ

ュアルによる対応として、消防団員、不足しとるとこうなるんですが、現況、消防団員が今若干、

定数より減になっていると思いますが、そうなると、やはり若者を利用した災害を少しでも元気な

健康者を利用して減災をお願いしたいと、これは当然書いてあると思いますが、著しく私は危険と

思うのは、山間部における対応、この対応はどんなお考えでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

おっしゃるように消防団が減少傾向であります。定員が１,１９０人のところ、４月１日には、

９９９人になりましたけども、今またふえまして１,００９人という状況であります。やはり山間

地のほうは、なかなかやめたくてもやめられないというような事情もあって、長年お務めいただい

ている方も多くなっているという状況であります。そういったこともありますけども、山間地の災

害、一番心配されるのは、土砂災害かなと思っておりますけども、土砂災害の場合はある程度、降

雨量等から事前に準備ができますので、十分先ほど来、申し上げております気象情報等を活用しな

がら事前に危険を察知して、それからパトロールにつきましても早目に地域の消防団なり消防署か

ら出向いてパトロールをして、早目早目に対応するということでやっていきたいと思いますし、や

はり山間部のほうの中山間地、消防団員の核という面では機能別消防団、実際に小滝分団では、機

能別消防団で対応していただいておりますし、ほかでも機能別消防団員からご協力いただいている

ところもあります。そういった日常は、消防団として活動はできないけれども、いざ災害のときに

は消防団として活動していただけるというような機能別消防団等のお願いも、これからはしながら

地域で防災に活動していただける人材の確保を図っていきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

よろしくお願いします。山間部につきましては、相当、高齢者並びに弱者が多いと思いますので、

ひとつよろしくお願いいたします。 

続きまして、企業との連携でございますが、情報の共有、これはどのように行っているかお伺い

いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えいたします。 

地域の企業といいますか災害時の応援協定を結ばせていただいている団体がございまして、それ

につきましては、４５件で６１団体と結ばせていただいております。 

この団体は、市内の企業ということばかりではなくて業界団体、それからＮＰＯなどを含んでお

りますけども、ほとんどが市内に店舗や事業所がある団体でございます。こちらの団体とは、協定

に基づいて災害時には応援をいただくと。また生活物資の提供ですとか資機材の提供をいただくこ

とになっておりまして、昨年度までは防災会議のときにオブザーバーとして参加していただいて、

防災会議でどういった議論をしてるかというような情報を聞いていただきました。ことしは防災会

議と別に協定団体の連絡会議というものを開かせてもらいまして、いざというときの災害に備えた

顔の見える関係ということで協議をさせていただきました。その際には、気象台のほうから最近の

気象情報はこうやって出るんだというような話もしていただきまして、防災について理解を深めて

いただいております。 

このほか企業と連携といいますと、消防団の協力事業所の表示制度というものがございまして、

現在、市内の５７事業所から参加といいますかご協力いただいておりますので、そこら辺につきま

しては防災訓練の関係、あるいは日ごろの避難訓練等の中で、消防活動へのご理解をいただくとい

うことで連携させていただいております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

大変企業からご協力をいただいた連携をとっているということ、心強く思っております。ぜひ大

いにもっと綿密に企業と連携をとっていただいて、地域に貢献していただきたいことをお願いして

おきます。 

続きまして、毎年、総合防災訓練、糸魚川市の防災訓練が行われております。具体的な訓練もや

られておるんですが、基本的な目標・趣旨を決めてやっておられるんですが、いまいち私は市民に

わかりにくい訓練でないかなと思うんですが、具体的にやってる趣旨を若干教えていただきたいと

思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

一番の目標といいますか趣旨につきましては、まず市民みずからが自分の命は自分で守るという

ことをまず一番にわかっていただいて、いざというときにみずから避難行動が起こせることを訓練

によって日常から備えていただきたいということが目標でございまして、ここ数年は今言ったよう
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に地震を想定した、それぞれの地域で被害等を想定して、まずは避難するんだという訓練をやって

いただいております。 

確かに昨今の災害は、いろいろな状況がございます。地震、それから土砂災害等ありますので、

今後それらの想定をまた見直す中で、より市民の避難行動・訓練に能力といいますか認識が上がる

ような取り組みを検討して進めてまいりたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

せっかく防災訓練をやられとるので、もっと具体的な訓練をしていただいて、あらゆる災害に柔

軟に対応できる体制にしていただきたいと、こういうことを要望しておきます。 

それから続きまして、先ほどもお願いした気象情報ですが、最近、気象情報が頻繁に来て、特別

だとか記録的短時間情報が気象庁から発表されておりますが、市民が一刻も早く避難判断し、行動

できる状況となっているのか、ふだんからの訓練、情報伝達の重要性の啓発がもっと私は必要でな

いかと考えますが、具体的に教えていただきたい。どんなことを考えて、これからどうするんだと

いうことを具体的にちょっと教えてください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

やはり情報伝達というのは、一番大事だと思っております。やはりみずからの命はみずからが守

るということで、避難準備・高齢者避難等が発令されたときに即逃げることをみずから判断できる

ということが大事だと思っております。また、そういった発令の前に自主的に判断できるように市

民一人一人がそういった認識を持っていただくということは大変重要だと思います。今、具体的に

とおっしゃいましたけども、やはり私どもとしましては、各地になるべく出向いていきまして、自

主防災組織の皆さん、あるいは自治会の皆さんと、それから自治会の住民の皆さんに直接お話をす

るような機会を捉えまして、こういった特別警報ですとか大雨警報だとかの場合は、身の危険を感

じたら逃げたほうがいいんだということを十分周知していく。そういったことを地道に着実にやっ

ていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

細かいことですが、ひとつ地域と連携をとって、ひとつ進めていただきたいとこう思います。市

内には、危険箇所はたくさんございます。特に今回あったような地震になると、市内一円になって

くるわけですので、そういう大変危険性も広く、また防災面についても大変だと思いますが、ひと

つこういうのをふだんから徹底をしていただいて、防災に努めていただきたいと。特に糸魚川は、
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大雨によると中小河川の氾濫があります。そうすると避難困難者が出てまいります。そういう早い

対応、こういうときの伝達警報、本当に伝達が行き渡っているのかどうか、この点についてお伺い

いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

災害のときの伝達ということですと防災無線、それから安心メール等でお知らせをしているんで

すけども、やはりそれだけではなかなか認識できない。あるいはメールがわからなかったという場

合もあります。いざというときには、消防団の巡回による広報、あるいは消防署からの広報等も行

いながら、確実に情報が伝わるようにしたいと思います。 

それから、特に中小河川とおっしゃいましたけども、確かに姫川ですとか大きい河川ですと水位

情報というものがあるんですけども、なかなか中小河川はどうなるのかというのはわからなかった

んですが、先ほど来、言っております気象庁の新たな水害の警戒システムですと、そういった河川

につきましても今後３時間後には洪水のおそれがあるというような情報が得られるようになりまし

たので、それを見ながら適時的確な情報の伝達・周知等を図ってまいりたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

わかりました。よろしくお願いいたします。糸魚川地区は、地震・津波等々が毎日のように危険

にさらされてると。早い情報をいただければ、住民も即判断ができるんじゃないかなと思っており

ますんで、消防署並びに消防団をひとつ協力を得て、早目の住民の安心をしていただきたいとお願

いいたします。ありがとうございました。 

続きまして、２番目の鳥獣被害についてお伺いいたします。 

先ほど市長からも答弁いただいとるんですが、私は各地区の鳥獣被害を若干調査させていただき

ましたところ、山間地ではもう鳥獣が見慣れていて通報はしない。田畑を荒らされていても大目に

見てると言っちゃおかしいんですが、余り気にしてない。立ち木の根元や土手の斜面に被害がある。

それも余り感じないと。作物の被害もあると。こんなようなことを今私、お聞きいたしました。 

しかし、そうも言ってられませんので、やはり防げることは防いでいかなきゃならんと、こう思

います。圃場の田畑の電気柵を今進めていただいておるんですが、費用がかかるという声もお聞き

しております。農家の方は、電気柵を設置していただき、大変喜んでいるとこもございます。本当

に感謝しております。 

また、それに合わせて猿が最近動いていますっちゅうか被害もあります。作物被害、こういうの

をどうすればいいのかちゅうとこが非常に疑問であります。あわせまして、熊も年々ふえてきて被

害を。抜本的なこの対策というのは、考えておられるのかどうか。それから、クリの木の柿の木切

ればいいのか、どうすればいいのか、こういう点はどんなお考えかどうか。時には熊の場合、人を

襲うことも考えられます。こういうのをお伺いしますが、どうでしょうか。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

池田農林水産課長。 〔農林水産課長 池田 隆君登壇〕 

○農林水産課長（池田 隆君） 

今、吉川議員からありましたように鳥獣害の被害というのは、その年によってその被害の多い少

ないというのは、でこぼこしておりますけども、大きな流れとすれば年々個体数も恐らくふえてお

るんではないかと。それに伴って被害の危険性というのも高まっておるというふうに考えておりま

す。それから、今まではイノシシの被害というのが非常に多く目立ってきておりましたが、最近で

は、青海方面から恐らく姫川あたりまで猿の、何ていうか生息が広がってきております。それに伴

って猿の被害、そういうものも拡大しつつあるというふうに認識しております。 

今までこれらの対策としましては、捕獲による個体数の減少でありますとか、電気柵による農作

物の防護ということを行ってきておりまして、今後についても継続させていただきたいというふう

に考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

これから具体的にちょっとお伺いいたしますので、よろしくお願いいたします。 

先ほども若干ふえているんじゃないかというんですが、イノシシ、熊、猿等の被害状況、また頭

数等、年々どれぐらい今ふえてる頭数のデータというのはあるんでしょうか。あればちょっと教え

ていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

野生動物の生息数の話ということで、私のほうからお答えさせていただきますけども、その生息

数という部分については、正確に何頭いるというものはつかんでいるものはございません。ただ、

熊については、今回、県の推測では、今年度は昨年度より減ってる傾向にあるというふうにお聞き

しております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

先ほど若干減ってる状況にあると、こう来るんですが、これは自然動態ですからどんだけふえた

とか数えるわけにはちょっといかないんじゃないかなと思っとるんですが、これを具体的に状況、

ふえてる、減ってる、これを行政としてはどういう考えですか。数値的に見て判断ですか、いやこ

れは少し愛護協会等といろいろ関係者と連携をとりながら、減らしていく対策をしてるのかどうか、

これをお伺いします。 



－ 82 － 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

野生鳥獣の生息数については、特に熊、イノシシ等については、いわゆる狩猟者の目撃情報等な

どから、推測は県のほうではしてるところでございます。ただ、あくまでもあらわれた状況とか、

見た状況ということでございますので、あくまでも推測での状況という数字になろうかというふう

に認識しております。 

あと個体数の減少の取り組みということでございますけども、先ほど１回目の市長の答弁でお答

えさせていただいたように、イノシシについては猟友会の皆様から相当ご努力いただいて、昨年度

は一昨年の約２倍の数をとっていただいたというような状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

数をこだわるようで申しわけないんですが、イノシシが実はふえてるちゅうことは、もう数値的

に出とるんですが、これどんどん、どんどんふえていくのを最終的にどこまでとめるのかどうか、

私若干、疑問のとこあるんですが、最近イノシシが繁殖力が強くてふえてるちゅうのを若干聞いて

おります。でもこれをどうするこうするちゅうのは、なかなか結論は出ないと思いますが、やはり

生体捕獲していくより仕方ないんじゃないかなと私も思っております。 

そこでお聞きしますが、農業被害、これをお聞きしますが、イノシシによって農業被害は、昨年

度どれぐらいあったかお聞きします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

池田農林水産課長。 〔農林水産課長 池田 隆君登壇〕 

○農林水産課長（池田 隆君） 

平成２９年におきますイノシシによる、主には水稲でありますが、その被害額につきましては、

約４８８万円ということで承知しております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

相当の被害額になってると思います。数値を見るとふえてるなということは確認できております

が、イノシシが今出ましたが、それ以外の熊、猿、鹿、これは数値は大体わかりますか、わからな

い。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

池田農林水産課長。 〔農林水産課長 池田 隆君登壇〕 
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○農林水産課長（池田 隆君） 

被害額の算定につきましては、聞き取りだとかいろんな調査に基づいて行っております。必ずし

もきちっと正確に把握できるかというと、なかなかそうでない部分もあるんですが、日本猿につい

ては、２８年には若干被害はありましたけども、２９年度については、被害については確認をされ

ておりません。ただ、現実的には家庭菜園だとかそういうところでの被害というのは、実際はある

んだというふうに考えております。 

そのほかハクビシン、タヌキ、アナグマ、こういうものの被害で約４０万８,０００円。それか

らカラス、例えばトウモロコシだとかトマト、イチジク、柿を荒らされたというのが約７万円。こ

ういう被害状況になっております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

年々被害が多くなってることを私承知はしとるんですが、農業施設については、電気柵等々のあ

れで、先ほど冒頭にもお話ししたように大変助かっております。感謝しておりますが、それ以外で

家庭菜園やってる方も徐々に被害を出てきとるんですが、この家庭菜園をやってるのの支援という

のはないんでしょうか、お伺いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

池田農林水産課長。 〔農林水産課長 池田 隆君登壇〕 

○農林水産課長（池田 隆君） 

家庭菜園に対する電気柵等の支援につきましては、農林水産課で所管している部分については、

現実的には今のところありません。今、農林水産課のほうでは、国の補助を活用して耕作者が３戸

以上、しかもこれ販売農家の方が一緒になって１０アール以上の農地を囲うというものに対しては、

国の補助制度を活用しながら支援をさせていただいております。 

ただ、吉川議員から今お話がありましたように家庭菜園、こちらについては販売農家の方がやっ

ておるものではありませんけども、例えば中山間地域の支援でありますとか、市街地における家庭

菜園、これについては農作物の被害というよりもどちらかというと心のダメージといいますか、荒

らされてしまってもう諦めてしまうというような声が聞かれておりますので、こういうものの対策

支援というのも今後必要になってくるというふうに理解しております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

課長から今後の検討だということをお聞きしておりますんで、ぜひ市で対応できるような、ひと

つ資機材の一部でも補助していただけるようなことができないのか、よろしくお願いします。やは

り家庭菜園でもやっぱり生活にかかってる人たちもたくさんいると思います。そういう人のために

もやっぱり一部を補助できるような体制をしていただきたいとお願いいたします。今、冒頭にもあ
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りましたように国・県、こういう補助を有効に利用しながら耕作者は一生懸命耕作を守っておるわ

けでございますんで、これをひとつ十分活用できるような体制を農家の方に、また市民にＰＲして

いただきたいことをお願いしておきます。 

それから、猟友会のことに若干触れますが、この猟友会の育成、再三にわたってお聞きしとるん

ですが、具体的に取り組み、この経過をひとつ教えていただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

猟友会の会員の確保ということで、市としましては、まず猟友会に入るに当たって、やはり狩猟

免許の新規取得に係る手数料を全額助成というところで、まず猟友会に入る資格のあるような方の

増加を図ってるという部分が１つと。 

もう一つは、銃の所持許可を得る際に、それも市のほうから助成を出してるわけでございますけ

ども、その際に必ずそういう場合に市から助成を受ける場合には、猟友会の会員になってください

という条件をつけて助成しております。そのような形で猟友会の会員が少しでもふえるようなこと

になればということで取り組んでるところでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

ぜひ私からも進めていただきたいと思いますんでよろしくお願いします。状況をお聞きしますと、

猟友会の方が相当高齢になってるちゅうことも私はお聞きしております。 

そこで、内容ですが、捕獲した鳥獣を、例ですが、イノシシが相当大きいので、１人では処分で

きないということも聞いております。この対応として、もうそのままにしてくるちゅうことを若干

お聞きしたんですが、現況はどうなってるかをお聞きいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

捕獲した鳥獣については、全量持ち帰っていただくか、その場に埋設していただくかということ

が法での規定となっております。それで先ほど議員おっしゃったように、なかなか埋めてくるとい

う部分が大変だという話も猟友会の皆さんからはお聞きしております。現在では、その希望される

方については、清掃センターへ持ち込んで、ある程度小さくして持ち込んでいただければ、そちら

のほうで処理するという対応をとっております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 



－ 85 － 

○４番（吉川慶一君） 

ぜひそういうことも猟友会とよく話をして、徹底をしていただきたいと思います。勝手に放置、

勝手にじゃないけど大変なことは十分承知の上ですんで、よろしくお願いいたします。 

それから、最後になりますが、これを鳥獣のジビエ、この前もお話ししたと思うんですが、地元

のジビエは話はどうなっておるのか、いま一度確認させていただきたいと思いますが。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

池田農林水産課長。 〔農林水産課長 池田 隆君登壇〕 

○農林水産課長（池田 隆君） 

捕獲した鳥獣のジビエの活用について、現在、糸魚川市では、個人でありますけども食品衛生法

をクリアした処理施設というのを運営して、そして地元の飲食店へ販売をしたりというような取り

組みをしております。せっかく捕獲したものを埋めたり捨てたりというのは、確かにもったいない

なという気がしますし、また地元でも、私ことしになって２件、農林水産課のほうに紹介があった

というふうに理解しております。１件が、ある地域の日本型直払いの団体で、そういうジビエをや

ってみたいなという方もおられましたし、もう一人は普通の一般の企業の方なんですが、そういう

ご相談も受けております。それぞれやり方だとか方法については違うというふうに理解しておりま

すので、それぞれの方々がジビエにどういうふうに取り組んでいけばいいのか、個々に相談に応じ

てジビエの普及に努めていきたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

吉川議員。 

○４番（吉川慶一君） 

最後にお願いいたします。 

今後の鳥獣対策として、鳥獣被害対策に全面的に地域ともう少し取り組みしていただいて、被害

対策に努めていただきたいことをお願いしまして、一般質問を終わります。どうもありがとうござ

いました。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、吉川議員の質問が終わりました。 

関連質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

関連質問なしと認めます。 

暫時休憩いたします。 

再開を１３時といたします。 

 

〈午後０時０４分 休憩〉 

 

〈午後１時００分 開議〉 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、山本 剛議員。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。〔３番 山本 剛君登壇〕 

○３番（山本 剛君） 

清政クラブの山本 剛です。 

１回目の質問をさせていただきます。 

私の一般質問に対する答弁の検討結果等の確認について。 

私は昨年４月の選挙で市議会議員に当選し、その後、今まで５回の一般質問を行ってまいりまし

た。その質問に対する検討等の答弁がありました。そこで今回は、その検討結果の是非、また実施

状況や進行状況などをお伺いします。 

(1) 駅北大火後、消防力の強化、防火体制の見直しなど、主な実施状況はどうか。 

(2) フォッサマグナミュージアムにある黒姫号の移転について、検討するとの答弁がありまし

たが、その結果はどうか。実施するとしたら、その計画や進捗状況はどうか。 

(3) 西回り塩の道の看板等の修理について、「塩の道を歩く会」に協力し、対応するとの答弁

がありました。その実施計画等はどうか。 

(4) 小滝・橋立ヒスイ峡をつなぎ、観光ルートにとの質問に、国・県などの関係機関の意見を

伺いながら調査研究をするとの答弁がありました。その後の調査研究の状況はどうか。 

(5) 青海地域で高校生の通学を対象にした、安価なバス定期券通学の社会実験を提案しました。

その検討結果はどうか。 

(6) 子供の数が減少する中、特に団体スポーツができなくなる現状を踏まえ、教育委員会・体

育協会・学校等関係者が集まって議論をとの提案に対して、教育長から検討して教育委員会

に報告するとの答弁がありました。その進捗状況はどうか。 

以上、１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

山本議員のご質問にお答えいたします。 

１点目につきましては、主に被災地域での大型防火水槽の設置や４０ミリホースの配備、消防団

員の装備の充実などを行っております。また、消防団の出動を含む初動体制を強化し、関係機関と

の応援協定の締結・見直しを行いました。さらにこども消防隊を発足し、防火・防災教育に取り組

んでおります。 

２点目につきましては、糸魚川駅アルプス口周辺に移設する方向で調整いたしております。 

３点目につきましては、関係団体との協議を進めており、今後の要望を踏まえながら案内看板の
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整備に協力してまいります。 

４点目につきましては、双方のヒスイ峡をつなぐ道につきましては、江戸時代に存在いたしてお

りましたが、現在は荒れている状況で、道としての原形は保っておらず、観光ルートとするには、

多額の費用と時間を要し、整備は難しいと考えております。 

５点目につきましては、市全域の配慮が必要であり、地域を限定した実施は難しいことから、当

市の実情に即した通学支援のあり方について検討を進めているところであります。 

６点目につきましては、現在、中学校の部活動のあり方に係る方針を作成中であり、今後、学校

関係者、体育協会等とも協議をしてまいります。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますので、よろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

ありがとうございました。まず、１番の駅北大火後の消防力の件でいろいろお伺いしたいと思い

ます。 

広域消防体制、富山、私、新川地区とはやられてたと思うんですけど、逆に言うと黒部だとか魚

津、そこらあたりとの協定はなされたんでしょうか。新潟県知事と富山県知事もその後に会われた

という話は聞いてるんですけど、そこらあたりお伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

新潟県と富山県と広域消防協定を応援体制を築こうということで協議をしてるんですけども、実

は進んでいない状況であります。富山県東部消防、魚津、滑川、上市、そこの消防と連携という話

で答弁させていただいてきたかと思いますけども、なかなか進んでないということで、進めてもら

いたいという要望も県にしておりますし、７月には総務省、消防庁への要望の際に国としても広域

の総合応援体制の整備について支援・指導してもらいたいという要望をさせていただいている状況

でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

今度は富山県じゃなくて長野県のほうは、大町市あたりはどうなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 
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○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

大町市を管轄するといいますか、大町市、白馬村、小谷村、それで北アルプス消防でございます

ので、既に応援協定を結んでお互いに応援をしております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

先ほど富山県知事と新潟県知事はという話がありましたけど、やはり県のほうがその気になって

もらわないとなかなか進まないのかもしれんですけど、今要望はしてるというんですけど、もっと

力強く市長のほうからお願いという形でとっていただければと思うんですけど、市長いかがでしょ

うか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

我々、この糸魚川市駅北大火を教訓に、そういった連携を強めていきたいということで要望させ

ていただいております。そういう中で知事がかわったものですから、その辺はまた考え方もまた少

しは変化するものと思っておりますので、引き続き要望をしっかりと上げていきたいと思っており

ます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

ぜひともやはりここ県境ですので、ぜひともそういう形で強力な力を得られるように頑張ってい

ただきたいというふうに思います。 

次に、こども消防団のことで２点ほど、現在、糸魚川を中心だと思うんですけど、能生だとか青

海、さては上早川のほうだとか、そこらあたりの動きについてお伺いします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

現在、こども消防隊、隊員５３名おりまして、その子供たちの在籍する小学校ですけども、根知

小学校、糸魚川小学校、糸魚川東小学校、西海小学校、大野小学校、大和川小学校、おっしゃると

おり糸魚川地域の６校です。一番多いのは糸魚川小学校で２８名、一番少ないのは大和川小の１名

ということなんですけども、今後また教育委員会、こども教育課を通じまして、学校の協力を得ま
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して、青海地域、能生地域の子供たちの入隊もぜひ勧誘といいますか、やっていきたいと思います

し、そうなった場合に今１つの隊でやってるんですけども、それぞれの地域から集まるのは大変で

すので、今後の運営ということも含めて検討した上で進めていきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

ありがとうございます。まさに地区ごとにしないとある面ではというふうに思いますんで、それ

も検討していただければというふうに思います。 

次に、消防隊ができたときに、多分、小学生だけだったと思うんですけど、できてから消防隊員

が中学１年に上がった方がいるんじゃないかと思うんですが、その点どうでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

実は今、隊員はみんな小学生でございまして、中学生の方はいません。申しわけないんですけど

も、その方が退団したのかどうかは、ちょっと把握してないんですけども、たしか５年生で中学に

上がる方がいなかったんじゃないかなと思います。そういう答えで申しわけありません。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

それなら結構ですけど、やはり私、こども消防隊というのは小学生だけじゃなくて中学生も、中

学生になればもっとやっぱり大人になってきますんで、それ以上のことができるようなことも思い

ます。ですから、６年生が中学生になったとき、そのまま団に残っていただいて、それが３年後に

は中学３年まで行くと。やっぱりそういう計画も必要なんじゃないかというふうに考えております

ので、その点いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

他の市町村の様子を見ますと、小学生のそういった消防隊がなくて、中学生で消防クラブという

のをやってるとかというのも、全国にはいろいろございます。今現在、こども消防隊は小さい６年

生と３年生、４年生となると大分体格が違うもんですから、それに加えて中学生となりますと、や

はり現状では活動は難しいと思いますので、今後、この消防隊の子供たちが大きくなって、今後も

やりたいというような意見も出てくるようでしたら、また中学生の消防隊というものも検討してい
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くようにしたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

子供たちがやりたいと言ったらじゃなくて、そうなるようにやはり消防署のほうで進めるような

形をとっていただけばというふうに思います。 

次に、消防団員の数はふえてるかと思うんですけど、先ほどの吉川議員の中でも企業との連携と

いう形でかなり進んできてると思うんですけど、大火前と大火後の、いわゆる企業の連携あたりが

数的にはどうなってるのか、そこらあたりをお伺いしたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

消防団員の団員の数は、大火前よりも実は減っております。やはり平成２８年度だったと思うん

ですが、実際に活動しているかどうかという調査をしまして、なかなか年間一度も活動できないよ

うな方は、やっぱり活動できないということで、少しまとまって退団する方がいたもんですから減

っております。それで、今５７消防団協力事業所があるんですけども、ことし市内の企業およそ

７００社に消防団の協力事業所の表示制度があるんだよという案内を送らせていただきまして、雇

用されている社員の皆さん、消防団にご理解いただきたいというようなお願いの文書を送って入団

促進を図るということで、これは今後も引き続きやっていきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

数的にはふえてるんでしょうか。企業の連携、数的には、大火前と大火後はどうなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

消防団協力事業所の表示制度に登録されてる企業の数は、大火前からふえております。どれぐら

いふえたかは、申しわけございませんが、ちょっと大火前の数字が今わかりませんので、ふえて

５７になっております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 
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○３番（山本 剛君） 

やはり大火を目の当たりに経験して、やはり皆さんの住民の意識が少し高くなってきてるのかな

と思いながら、私、実は火を使う業者の話をしたかと思うんですけど、そこらあたりのいわゆる飲

食店だとか火を使う業者、そこらあたりの動きはいかがでしょう。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

小規模飲食店への消火器の設置を義務化したということを取り組んでおります。国のほうも消防

法の施行令をことしの３月公布の改正を行いまして、今まで設置義務がなかった１５０平米未満の

飲食店について、３１年１０月から消火器の設置義務を、義務化したところですけども、それに先

駆けまして糸魚川市のほうは、２９年の１２月１日から市の火災予防条例を改正しまして、消火器

の設置を義務づけしております。現在、その１５０平米未満の飲食店については、１２５店舗ある

というふうに消防では把握しておりまして、立入検査等の関係で調査したところ設置されていない

店舗は、５店舗でございました。今後もまた、設置していただくような、立入検査等で指導してい

きたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

私はやはり飲食店組合あるもんが、あるのか、ないかもわからないんですけど、やはり住民、自

主的なやはりそういうふうな意識が大事なんだと思うんですね。もしそういうふうな動きがないな

ら、やはり消防署としてそういう機会にやっぱり説明して、本当に防火意識を高めるということが

必要なんじゃないかと思います。その点よろしくお願いいたします。 

次に、消防の出動体制、大火後、本当に変わったというふうに思ってるんですね。Ａ出動とかＢ

出動あるんだかと思うんですけど、結構最近だと火事が起きるとすぐにＡ出動、出てくださいとい

う放送が強まったように思うんですけど、そこらあたり、要は出動体制の概略なり変わったところ

を教えていただければと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

消防の初動マニュアルを改正しまして、出動のタイミングを早くするような改正を行っておりま

すし、消防団につきましては、第１次出動で出動する車両数をふやす改正を行っております。例え

ば糸魚川の今回被災した地域ですと、以前は第１次出動で糸魚川分団の８台の、これは消防団の車

両ですけど８台の出動だったんですけども、見直し後は大和川分団と大野分団を合わせまして、も
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う第１次出動の段階で１５台が出動するという体制にとりました。それから、当然延焼のおそれが

ある第２出動についても追加、２台だったところを１３台、それから大規模災害のおそれのときも

２台だったものを１１台というふうにふやしておりますし、これは大火の地域だけではなくて全市

全てなんですけども、それぞれ台数は違いますが、増強する改正を行っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

次に、ちょっと設備のことで防火水槽つくりましたね。あれはいわゆる海水を入れるという設備

がつくと思うんですけど、そこらあたりの計画は今どのとこまで進んでるというか、お伺いしたい

と思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

ご存じのように２００トンの防火水槽については、今既に埋設が終わりまして、今月で大体もう

使える条件になります。残って、まだ上の施工と関係してできない部分を残して使用できる状態に

は今月末までにはできる予定でおります。それから、海望公園の向かい側の駐車場の１００トンの

防火水槽についても今、埋設場所の掘削が始まっておりまして、１０月中ぐらいには完成するんで

はないかというふうに思っております。その後、城之川、１００トンの防火水槽のあたりなんです

けども、そこを城之川から取水すると海水も取り入れられるということで、その取り入れの、そこ

から１００トンの防火水槽までの工事、それから近くにあります消雪用の、消雪井戸からの補給水

の工事をやる予定です。約２００トンの防火水槽までの今の城之川の取り入れから送水の管なんで

すけども、ことしやれるかなと実は思ってたんですが、本町通りと、それと管を埋設、市道の無電

柱化工事が来年予定されておりますので、ことし掘削して、また来年掘削というわけにいきません

ので、来年の無電柱化工事とあわせて、工事のほうは建設課でやっていただくんですが、やってい

ただく予定で進めております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

ぜひとも早目というよりもそういう計画、まさに経費もかかることですから、やはりそういう形

でいいかと思います。ぜひとも早目にと言いながらあれですけど、進めていただければと思います。 

次に、設備の関係ですと消防車をふやしたとか、はしご車をふやしたとか、あるんですけど、そ

の点詳しくちょっと教えていただけばというふうに思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

消防本部の車両は、今現在２４台ございまして、台数のほうは増、変更ありません。入れかえは

しておりますけども、車両の増はございません。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

車両の増はないと思うんですけど、いわゆる設備的に、例えばはしご車なんかかなりの上からで

きると思うんで、そういう部分で消防だとかそういうもんにプラスアルファになったと思うんです

が、そこらあたり説明していただければと思うんですけども。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

失礼しました。はしご車につきましては、ご存じのように既にもう新しくなっております。性能

は上がってるんですけども、上がった性能の範囲は、ちょっと私承知しておりませんで申しわけご

ざいません。それから、車両ではないんですけども、ことし大量の水を強力に放出できる銃のよう

な筒先といいますか、それを整備して、実際の放水活動の強化を図っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

大火から約もう１年半ぐらいたちまして、本当に消防のほうは、かなりのことをやっていただい

たというふうに感謝しております。あす、あさってですけど、消防・防災フェア、やはりこういう

のも行っていただけ、その中に消防団、こども消防団あたりが入って、いわゆるそうすることによ

って親、老人、いわゆるおじいちゃん、おばあちゃん、そこらあたりも参加する。やはり実に、や

っぱりそういう面では消防の意識がかなり、防火も含めてですけど高まったというふうに思ってま

す。その点は、大いに感謝したいと思います。ぜひとも今後とも頑張っていただければというふう

に思います。よろしくお願いします。 

次に、２番目の、いわゆる黒姫号、今、市長の説明の中で駅の周辺といいましたっけ、そこにと

いうんですけど、もう少し詳しく教えていただければと思うんですけど、いかがでしょう。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

磯野文化振興課長。 〔教育委員会文化振興課長 磯野 茂君登壇〕 

○教育委員会文化振興課長（磯野 茂君） 

移設先の詳細でございますけれども、市長の答弁にありましたようにアルプス口周辺ということ
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でございまして、昨年の９月でお答え申し上げましたジオパル内もということ、ジオパルというこ

とでございますが、駅、それも含めまして周辺の何カ所かを候補地として検討してまいりましたが、

それぞれさまざまな課題があることから、現時点では、アルプス口周辺ということで考えておりま

す。具体的な設置位置につきましては、今現在関係課で調整しているところであります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

ありがとうございます。一応は黒姫号が移転ということで、結論が出たというふうに解釈いたし

ます。ぜひとも頑張ってやっていただければと思います。 

次に、３番目、塩の道の件ですけど、これの実施計画、これもちょっと詳しく教えていただけれ

ばと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

大嶋商工観光課長 〔商工観光課長 大嶋利幸君登壇〕 

○商工観光課長（大嶋利幸君） 

小滝川ヒスイ峡と青海川ヒスイ峡を結ぶ道につきましては、先ほど市長の答弁にもありましたと

おり、江戸時代に使われていた道ということで、この道に詳しい。 

〔「違う、塩の道」と呼ぶ者あり〕 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

磯野文化振興課長。 〔教育委員会文化振興課長 磯野 茂君登壇〕 

○教育委員会文化振興課長（磯野 茂君） 

実施計画ということでございますけれども、現在、会のほうで何といいますか修繕に対してどう

いうふうに進めていくかというものを、今計画を練ってるということでございますので、その辺も

会の方と相談しながら進めてまいりたいというふうに考えております。ですので実施計画いついっ

か、どの辺でという具体的なお答えは、ここではお答えすることはできませんけれども、現在、修

繕を計画しているということでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

ありがとうございます。これも協力いただけるということで解釈いたします。よろしくお願いい

たします。 

次に、いわゆる小滝とヒスイ峡の件、本当にこれちょっと無理だろうという話ですけど、その件

についてもちょっと詳しくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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大嶋商工観光課長 〔商工観光課長 大嶋利幸君登壇〕 

○商工観光課長（大嶋利幸君） 

すいません、先ほどは大変失礼いたしました。 

この道につきましては、江戸時代に古道として使われていたということで、この道に詳しい方か

ら聞き取り調査を行っております。その結果、当時は白馬・小谷方面から橋立を通って上路のほう

へ抜ける道で使われていたんじゃないかということで、教えていただいております。 

ただ、この道につきましては、林の中を歩くということとアップダウンがかなりあるということ、

あと距離的にも約７キロ程度、所要時間も７時間ぐらいかかるということで、それらを考えますと

現時点での整備は難しいのではないかというふうに考えておりますし、もしつくったとしても地形

上から維持管理に多額の経費がかかるというふうに考えておりますので、整備は困難であるという

ふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

じゃあ５番目のほう、いわゆる通学、全市的なものの考え方ということで、ちょっとですけどそ

こらあたりも含めて、次の教育委員会のことも含めて、私、いわゆる一般質問であるとか、市から

の、いわゆる市長への要望であるとか、庁内の、例えば改善提案みたいな、そういうふうなものの、

それを検討のプロセスがよくわからないんですね。市の中でそこらあたりはどう考えるのか。案件

によっては本当に、これは重要だ、予算取りもしなきゃいけないと、かなりの長期間、検討に要す

るものから、本当に簡単にこれはちょっと無理だよという部分が、いろんなものはあると思うんで

すけど、先ほどの中でも笠原議員の中にもやはり１２年も前にどうだったとあるんですけど、検討

だけて終わってる部分が多いような気がするんですね、やはりそこらあたり。 

実は私、ＩＳＯというもの５年間やっておりました。ＩＳＯというのはやっぱり、その中で５Ｗ

１Ｈ、誰が、誰と、いつ、どこで、何を、どのようにということを重要視しています。それと同時

に権限、これを判断する権限、やるのかやらないのか、その権限をやっぱりちゃんと決めておりま

す。そこらあたりの部分が見えなくて、ただ一般の答弁の中で検討するだけで終わってるんじゃな

いかと思うんですけど、そのプロセスについてちょっとお伺いしたいと思うんですけど。じゃあ今

の５番目の通学案かなということで検討すると言ったんですけど、そのプロセス、どこで議論をし

てやらないというふうに決まったのか、そこらあたり教えていただければと思うんですけど、いか

がでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐建設課長。 〔建設課長 五十嵐博文君登壇〕 

○建設課長（五十嵐博文君） 

お答えいたします。 

高校生の通学支援ということでございます。これはバスの利用促進という面では、交通政策でご

ざいます。 
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ただ一方、通学の支援といった意味では、教育政策でもあるということから、私ども交通施策を

担当いたします建設課と教育委員会のほうが、今連携して検討を進めております。具体的には、実

際の人数の調査ですとか、通学支援に対しましては、かなり多くの自治体が取り組んでおりますの

で、その辺の事例の収集ですとかということを庁内で検討いたしまして、当然関係課だけではなく

てしかるべき市政の運営会議ですとか、上のほうに諮っていくというプロセスを踏まなければいけ

ないんですけど、今は教育委員会との検討と、その段階でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

申しわけありません。先ほどの消防車の性能の件でお答えできずに申しわけありませんでした。

今お答えさせていただきたいと思います。ご了解ください。 

はしご車の性能ですね、新しいはしご車は水平に１６メートル伸ばせるという機能を新たにある

ものをつくっておりますし、無人放水、無人で放水できる機能のはしご車でございます。 

それから、青海分署のポンプ車を更新いたしまして、それにつきましても大量に強力な放水がで

きる放水銃を整備し、大量放水能力のポンプを整備したのと、積載できるホースを今までよりも大

量の３０本が積載できるホース、そういった車両に変更しております。大変申しわけありませんで

した。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

ありがとうございました。今の答弁の中で、いわゆる教育の関係と、いわゆる交通の関係でとい

う話で、その中に各課が教育委員会と我々課がということなんですけど、実は私、ＩＳＯでいうと

確かに課、糸魚川市役所がとか団体でやるということは、実はみんなが責任をとらないというふう

にＩＳＯでは言われます。いわゆるもうみんなでやるから俺が責任ないんだ、分散されちゃって。

やはりその中でメーンになる人間が誰なのか、担当が誰なのか、最終的にそれを決断するのは誰な

のかという部分がやはりＩＳＯではよく言われます。その点この議会聞いてると、何々課とやった

ということで、何か責任の分散がなされてるような気がしてならないんですけど、その点、市長い

かがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

そのようなことも起きるのかもしれませんが、今現在、ご指摘の点の問題につきましては、両課

で協議をしながら、途中では市政運営会議に上げて、そしてその中で意見を聞いて、また戻して、

さらにどうするのかというような形の中で、今全市を捉えてどうすればいいのかというところも、
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今もう一度検討するようにということで進めておる状況でございます。ですから、決して重要なも

のについては、取り上げながら進めさせていただいております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

先ほども申しましたけど、本当に案件によっては、本当にすぐに判断できるものからいろんなも

の、財政的な、いわゆるそういうことから、例えばマンパワー、それが本当に例えば抱えてる仕事

のほかにそういうことができるのか、それによってできないこともあると思うんですね。あれもこ

れもやれと言ってもできないと思いますし、だからそういうことも含めて、やはり私は提案なり要

望なり、それに対してやはり是非、いわゆるイエスかノーかをやっぱりはっきりすることが行政で、

いわゆる仕事が早く進むんじゃないか。それが行政の改革の１つではないかというふうに思うんで

すね。そういう面では、何か先ほど１２年もどうだと笠原君のありましたし、私も取り上げた、例

えば今の交通の辺も今初めてここで自分が質問してお答えをいただきました。そういう面では、少

し何か我々のほうが質問をしても、それに対する回答がないなという感覚をやはり持たざるを得な

くなるんでないかと。その点ではやはり私は是非、いわゆるやるのかやらないのかをできるだけ早

く、やはり決めるのも行政改革の１つではないかというふうに感じます。その件、市長いかがでし

ょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

非常に長くかかっておる課題というのもあろうかと思いますが、早急に決定するものもございま

すので、それは各課で上げてくるやつを、要するに即取り上げる部分もありますし、検討し、そし

て先ほども言いましたように庁内の会議で、庁内会議でやるものもありますし、さらにそれを上げ

て、部課長会議というものになっていく部分がございます。その辺をやはりその都度その都度、や

はり１つの組織の中で検討をしながら詰めてくという状況でございます。ですから、長くかかると

いうのは、やはりそれぐらいの課題もあるということで捉えていただければありがたいと思ってお

りますし、また、歴史の流れの中においては、時代時代によっては情勢が周りから高まってくると

早くなる部分もあったりもいたしております。そんなことで我々といたしましては、先ほどの質問

の中にもあった部分もあるかもしれませんが、そういった問題も今我々は少し前向きに捉えてる部

分もございますので、お答えできない部分もあるかもしれませんが、進めておる課題もございます。

そのようなことでご理解いただきたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 
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私も新人議員ですので、まだ議会のことがまだ理解できない部分があるかと思うんですけど、私、

一般質問というのは、議員というか市民から付託された議員ですので、議員の一部の、いわゆる一

部の意見だろうというふうに考えております。それが議会全部の意見ということではないというふ

うに考えております。それで、やはりノーと言われる、イエスと言われる、必要なんだと思うんで

すね。もしそれがノーと言われたときに、いややらないよと。でももし私が例えば今の件ですけど、

例えば塩の道の件だとか、小滝のヒスイ峡をぜひともやりたいと思ったら、我々議員のほうでやっ

ぱり仲間を集めて、それが３人になり５人になり１０人を超えて、やはりもう一度上げるというこ

とがやっぱり我々議会側のやるべきことではないかと思うんですね。そうしないとなかなか進まな

い。聞いてると、先ほどの笠原議員のあれでもないですけど、１２年間何も、言いながら議員側も

逆に言うと１２年間何も言わなかったのか、確認しなかったのかということもあるかと思います。

そういう面では、やはり私はこの一般質問も含めて、いわゆる検討するという言葉ではなくて、い

つまでに、いつごろまででも結構ですけど、やはり検討して結果を出すということが１つの行政改

革ではないかというふうに考えるんですけど。その上で、また今言われるように我々市民の代表の

一部ですから、そういうことに対して、いや言うけどこうだというのが本当の議論ではないか、そ

れが本当の民主主義ではないかというふうに考えておりますけど、いかがでしょうか、市長。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

我々もその辺を気をつけて、いついつぐらいまでには検討という答えを出すというふうに努めて

いきたいなと思っておりますので、なるべく回答は明確に出していくよう努力していきたいと思っ

ております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

ぜひとも行政側のほうも、ただ検討するということじゃなくて、いつぐらいまでに、例えば半年

後にはその結論を出したいとかって、やっぱりそういうことが私、議会の中での、いわゆる不信感

がなくなる部分ではないか。言いっ放し、それで、ただ検討するだけで終わってしまう。やはりそ

れはなくしていくのが本当の意味での議会と、いわゆる行政側の二輪でということにつながってい

くというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

それと同時に我々議会側もやはり言いっ放しじゃなくて、本当にやっぱりノーと言われたら、そ

れを議会に上げるなり、逆に言いますと検討すると言ったことを確認する。議会のほうでもそうい

うやはり会が必要なんじゃないかと。行政は一般質問で検討すると言った。実はそれが、私も今回

取り上げたようになかなかその機会がないような気がいたします。ですから、我々議会もやはりど

ういう形でつくればいいのかわかりませんけど、一般質問なり、それなりきの質問に対して確認す

る、検討するということに対する議会側がやはり行政からその答えを聞くような会が必要なんじゃ
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ないかというふうに私は考える。それが本当の意味での民主主義で両輪、いわゆる議会と行政の両

輪でということにつながっていくかと思いますので、それを求めたいと思いますけど、最後にその

ことも含めて、市長いかがでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

議員のやはり質問につきましては、当然、市民生活の中になくてはならない事柄を挙げておられ

ると捉えております。 

しかし、行政といたしましては、財政的な課題、また時期的な課題、地域課題、いろいろ判断の

中から、やはり優先順位を決めたり、あるいは本当に重要な課題であっても断念せざるを得ない部

分もございますので、そういった判断を我々もさせていただくわけでございますので、その辺の意

見交換、または協議というものをまた議会の場、委員会の場の中でしていただければありがたいと

思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

山本議員。 

○３番（山本 剛君） 

まさにやはりこれから財政逼迫、マンパワーも含めてやはりかなり難しい部分があると思います。

やはり市長は、行政マンとして市から、いわゆる選挙で選ばれ、やはりそういう判断する権限を与

えられてるというふうに考えます。その中で、ぜひとも議会も含めて、やはり行政をうまくやって

進めていくことが最も大事だというふうに考えますので、それを加えて質問を終わりたいと思いま

す。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、山本議員の質問が終わりました。 

関連質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

関連質問なしと認めます。 

暫時休憩いたします。 

再開を１時５５分といたします。 

 

〈午後１時４４分 休憩〉 

 

〈午後１時５５分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、保坂 悟議員。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 〔１０番 保坂 悟君登壇〕 

○１０番（保坂 悟君） 

公明党の保坂 悟でございます。 

発言通告書に基づき、１回目の質問を行います。 

１、権現荘指定管理者移行の成果と課題について。 

(1) 株主総会の資料にある風評被害について。 

  ５０％株主である市の風評被害の認識はどうか。また、誤った情報による被害の実態とは

どういうものか。 

(2) 移行前の管理者への行政説明について。 

① 権現荘経営問題の諸悪の根源が、行政の怠慢・不手際・過失という無責任な管理と、特

に会計に必要な記録帳簿がないことを、各年度の決算で議会に報告していないことを丁寧

に説明されているか。 

② 権現荘問題が議会で長期化している理由は、行政の消極的な調査と本質からずれた答弁

の繰り返しと、駅北大火の対応を優先させたことや、警察の捜査を理由に行政答弁を控え

たことによると説明しているか。 

(3) 指定管理移行前のリニューアル工事の効果について。 

① 小林元支配人や株式会社リョケンが提案していた効果の検証はどうなったか。 

② リニューアル後の２,０００万円の黒字目標の設定に問題はなかったか。 

(4) 小林元支配人の民間手法による成果と継続性について。 

  特に職員教育、リピーターづくり、高級食材の提供、記録や帳簿を残さない手法、平成

２４・２５年度の黒字化の手法の分析はどうだったか。 

２、防災・減災対策と防犯対策について。 

(1) 小中学校並びに保育園等のエアコン設置について。 

  熱中症対策と避難所整備のため、小中学校へのエアコンの設置を求めてまいりました。こ

のたびの国や市の方針を歓迎しております。そこで、予算の見通しと設置スケジュールの周

知はいつごろになるか。 

(2) 河川（側溝含む。）等の土砂堆積の対応について。 

① 各河川の堆積状況の周知と堆積土砂の除去計画はどうなっているか。 

② 堆積レベルに合わせた避難方法の周知はどうなっているか。 

(3) 防災対策のレベルアップについて。 

  国・県の動きはどうなっているか。また、市の新たな取り組みはどうなっているか。 

(4) 空き家対策について。 

① 空き家等対策計画１年目の進捗状況はどうか。平成２９年度の検証結果はどうか。姫川

病院やガソリンスタンド等の対応はどうなっているか。これは廃屋とかそうなってる施設
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であります。 

② 危険空き家の除却支援補助金の対象拡充の考えはあるか。 

(5) 防犯カメラの設置補助の創設について。 

  市内外で凶悪な事件や不審者情報が後を絶ちません。カメラは抑止効果に、記録動画は証

拠になることから設置補助をしたらどうか。 

３、市の施策と計画について。 

(1) 市町合併の効果等の検証と課題把握後の対応について。 

① 合併特例債（約２００億円）の使い道と効果の「見える化」はどうなっているか。 

② 中間評価（平成２５年１２月付）によって把握した１０項目の課題解決状況はどうなっ

ているか。 

③ 公民館運営の統一化による効果と課題はどうなっているか。 

(2) 新エネルギービジョンについて。 

  平成３１年度に中間見直しの予定でありますが、特に①木質バイオマス導入、②地熱発電

／温泉熱発電モデル構築、③小水力発電モデル構築、④公共施設新エネルギー導入とした

４つの新エネルギー導入プロジェクトの進捗状況はどうなっているか。また今後の取り組み

はどう考えているか。 

(3) 市職員の不祥事防止について。 

① いじめの問題や権現荘経営問題において、不祥事発生時の対応マニュアルで不足してい

るものは何か。今後、具体的にどうするか。 

② いじめの問題や権現荘経営問題において、不祥事防止のための行動指針が機能しなかっ

た原因は何か。今後、具体的にどうするか。 

４、海洋高校による地方創生総合プロジェクトについて。 

(1) 国県市が連携する新しい学校組織の構築について。 

  県立海洋高校を東日本屈指の海洋・水産系の専門教育機関と地域資源を生かす産業振興の

試験場として、高等専門学校の併設や関連大学との連携構築の推進の考えはあるか。 

(2) 東日本屈指の海洋・水産系の海洋高校に附属する新しい中学校、小学校、幼稚園を創設す

る構想はあるか。 

(3) 糸魚川市産学官連携事業のレベルアップについて。 

① 独立した能水商店や地元連携企業と卒業生の雇用や人材育成システムの構築はどう考え

ているか。 

② 市内の港湾・河川整備に養殖試験場の導入と活用提案はどう考えているか。 

③ ＩＯＴやＡＩを生かした水産業の研究と地元企業等への提案はどう考えているか。 

(4) 海洋高校の魅力化づくりについて。 

① 水族館やマリンスポーツ、船舶等の海洋系の企業との連携はどう考えているか。 

② 相撲やマリンスポーツ枠の受け入れ拡充はどう考えているか。 

③ 権現荘やマリンドリームを生かして調理師や接客業の専門学校的分野の進出はどう考え

ているか。 

以上で、１回目の質問を終わります。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

保坂議員のご質問にお答えいたします。 

１番目の１点目につきましては、最大出資者でありましても株式会社能生町観光物産センターの

認識として捉えております。 

２点目につきましては、指定管理者制度への移行に当たっては、指定管理者から権現荘のこれま

での経過や経営内容、問題点などを十分に理解していただいた上でお受けいただきました。 

３点目の１つ目につきましては、老朽化していた施設の改修による顧客満足度の改善や従業員の

作業効率がよくなったものと考えております。 

２つ目につきましては、リニューアル効果を最大限に生かし、新規利用者の獲得、リピーターの

さらなる確保を目指し、目標を設定いたしましたが、リニューアル後の２７年８月からの１年間は、

４０８万円の黒字となっております。 

４点目につきましては、お客様から評判のよいメニューや顧客管理、会員限定のサービス等につ

いては、継続いたしておりますが、監査など指摘のあった点については、改善いたしております。

また、２４年・２５年度の黒字化については、２９年１２月の広報でも周知したとおりで、利用内

容の改善により客単価が向上し、加えて、食材原価率を低く抑えたことにより黒字となったもので

あります。 

２番目の１点目につきましては、国の今年度補正予算による事業の前倒しも想定し、準備を進め

ておりますが、具体的なスケジュールは、国の動向を見て、定めてまいります。 

２点目につきましては、河川管理者が状況把握と管理に努めており、必要に応じて土砂排除を行

っております。災害時の避難につきましては、さまざまな条件を総合的に判断し、適切に対応して

まいります。 

３点目につきましては、国は避難勧告等に関するガイドラインの見直しや洪水警報の危険度分布

を公表しており、当市では、地域防災計画を改正するとともに避難勧告等の判断基準として活用し

てまいります。 

４点目の１つ目につきましては、昨年８月から一般社団法人空き家活用ネットワークいといがわ

で空き家バンクを運営し、空き家の登録件数もふえていることであり、今後も計画に基づき取り組

んでまいります。姫川病院やガソリンスタンド等につきましては、今後も状況を注視してまいりま

す。 

２つ目につきましては、住宅以外も対象としていることから、今のところ拡充する予定はありま

せん。 

５点目につきましては、今後、調査検討を行ってまいります。 

３番目の１点目の１つ目につきましては、新市建設計画登載事業のうち、２９年度末で

８６.３％の進捗率であり、総合計画にも位置づけ、さまざまな事業に活用しており、その使い道

はホームページにも掲載いたしております。 

２つ目につきましては、総合計画や行政改革の課題として位置づけ、取り組んでおります。 
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３つ目につきましては、全ての地区公民館に職員が配置されたことで、活発な活動ができるよう

になっております。 

一方、地域の状況は、常に変化いたしておることから、公民館が地域の核となるように運営形態

を見直していくことが課題であると考えております。 

２点目の１つ目につきましては、新エネルギービジョン策定以降、ペレットボイラー２台、ペレ

ットストーブ７台設置のほか、ペレットストーブ購入へ３８件の助成を行っております。 

２つ目と３つ目につきましては、市で可能地域調査等を実施いたしておりまして、データを公開

いたしております。 

４つ目につきましては、国保診療所に太陽光発電設備を設置しており、今後も公共施設への導入

や民間事業者への支援に取り組んでまいります。 

３点目の１つ目につきましては、マニュアルが適切に運用されていなかったと認識しており、再

度、マニュアルの周知徹底に努めてまいります。 

２つ目につきましては、不祥事防止に対するリスクマネジメント不足が原因として挙げられます。

内部統制制度の開始に向け、国の実施方針と他市の動向を見ながら当市に合った内部統制の整備を

進めてまいります。 

４番目のご質問につきましては、この後、教育長から答弁いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長からの答

弁もありますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

田原教育長。 〔教育長 田原秀夫君登壇〕 

○教育長（田原秀夫君） 

保坂議員の４番目の質問にお答えいたします。 

１点目につきましては、当市の地域資源や空き施設の活用などを高等教育機関に提案するなど、

高等教育機関との連携に向けて取り組みを進めているところであります。 

２点目につきましては、今のところ構想はありません。 

３点目の１つ目につきましては、キャリア教育実践の場として人材育成及び雇用促進が図られて

おります。今後とも地域の未来を担う人材育成の場として、産学官連携の推進に努めてまいります。 

２つ目につきましては、海洋高校及び関係団体の意向確認を行う中で検討してまいります。 

３つ目につきましては、国の制度を含めて情報収集に努めながら水産業振興に資するシステムに

ついて研究してまいります。 

４点目につきましては、産学官連携事業に引き続き取り組むことにより、海洋高校の魅力づくり

を推進してまいります。 

以上でございます。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

ご丁寧な答弁ありがとうございました。 

まず、権現荘の指定管理者移行の成果と課題についてであります。 

まず１点、確認させていただきたいのは、市でもいいですし５０％株主でもいいんですが、風評

被害の定義というものをどのように捉えてるか、そこ、市の考えでも結構なんですが、その定義に

ついてちょっときちっと説明していただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

風評被害につきましては、定義というものはないのではないかなと思っております。実際、商売

等をしてる方が、何といいますか風評被害によって自分の商売が、状況が悪くなったとか、そうい

うことを感じた場合に風評被害ではないかと思っております。きちんとした何といいますか、そう

いった基準はないものと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

わかりました。糸魚川市においては、風評被害の定義はないということなんですね。その当事者

が受けた感覚でいいということなんですね。わかりました。 

私の調べた文献、国とか東京都におきましては、風評被害というものは、誤った情報によりまし

て問題を起こした当事者でなくて、全然関係ない人とか業者に対して誤った情報によって被害をこ

うむるというふうに認識しておったので、糸魚川と観光物産センターにおいては、風評被害の定義

は当事者の感じ方だということで理解したんですが、それでよろしいでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

誤った情報による被害の実態ということでありますから、そういったものも当然ながら風評被害

だと思っております。 

というのは、今回の権現荘につきましては、もう既に何といいますか指定管理になりまして、能

生町観光物産センターが経営しているんですが、いろんなことで市直営の時代のことを報道等がさ

れたということで、その点では、何といいますか市直営のときのことで風評被害に遭ったというこ
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とで、能生町観光物産センターがそういった感じを持ったんではないかと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

そうしますと私の認識では、風評被害とは、誤った情報により問題を起こした者と関係ない者が

被害を受けることであると。 

したがって、行政が起こした経営問題が平成２８年度中に解決していない段階で指定管理を受け

たことにより、能生町観光物産センターは問題が未解決のままであることを承知の上で指定管理に

なっているという認識なんですね。これはいかんということで、指定管理のときに、私自身、平成

２８年１２月２２日の議案第１２０号で、指定管理については時期尚早であると反対をしておるん

ですが、そういったこともみんな含めて問題解決していないという認識で受けたのではないんでし

ょうか。その辺どういう感覚で、これを風評被害と捉えてるのかちょっと説明いただきたいと思い

ます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

先ほども申しましたとおり、何といいますかマリンドリームのほうで指定管理をやってるわけで

すけども、市直営の時代のことを報道等によって風評被害を受けたということであります。 

したがいまして、問題が解決したか、しないかというのは、また別問題と思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

問題が解決したかどうかを言ってるんではなくて、そういう問題を抱えたまんま指定管理を受け

たという認識はなかったのかということです。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

問題を抱えたまま指定管理を受けたということではなくて、新しく指定管理によって出発すると

いう考え方で指定管理を受けたものと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 
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○１０番（保坂 悟君） 

そうしますと、じゃあここで今回の総会で出ている風評被害、経営が指定管理に移行しているに

もかかわらず、市営時代の問題が話題となり、報道されるケースがたびたび見られ、県内の利用者

を大きく減らしてる。これの実態というんですか、根拠とか数字のとり方とか、どのようになって

ますか。小林元支配人が、リピーターづくりでいろんなお酒を主観で数やお酒の種類や自由に設定

してサービスをしておった。中には、小林支配人と一緒に飲みたいというお客さんがたくさんおっ

て、それを営業としてやっていたと。その小林支配人がいないわけですから、当然そのリピーター

だとか、権現荘自体についてはリピーターはいいですけど、小林支配人についてるリピーターの方

はいなくなるわけですから、そういったことはきちんと行政から説明されていますか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

その辺につきましては、当然ながら私らもそういうことで聞いてますけども、それはマリンドリ

ーム側も十分承知の上であります。 

ただ、県内客が、県内の利用者を大きく減らしたんですけども、その中でも上越市と妙高市のお

客が半減、半分以上になってるということであります。そういったことを踏まえたり、それからお

客さんからいろんなことを言われるんですけども、その辺が風評被害等を感じるということで、実

際そういう感覚を持ったものと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

これ言おうかどうか迷ったんですけども、この風評被害という定義が、糸魚川市にないというこ

と自体が私にとっては想定外で、こんなことがあるのかなと思ったんですけども、以前、平成

２８年５月２６日に前の原能生事務所長が、観光協会能生支部で小林元支配人の功績一覧表なるも

のを配付して、議会では糸魚川の３人の議員が非常にこの権現荘に対してしつこいと、話がわかっ

てもらえないということを、なぜか知らないですけど観光協会の中でそういう話をされてるんです

ね。当時の金子部長等も注意をしたと。謝ってはもらってはいるんですけども、要は、行政内部の

ところからそういった話を出していくということが、この風評被害につながっているんではないか

と思うんですね。その辺の認識はいかがですか。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

そうなんですよ。そのときの会議録で原能生事務所長が言った言葉です。 

５月２６日の当日でございますけれども、その会場の中で、その資料を使って話をした中身につ

いては、議会のほうの３月定例会から非常に小林支配人のほうに厳しい言葉をいただいているとい

うことで、私とすれば非常に落ちついてもらいたいという趣旨で話をしましたけれども、議員さん

の名前って一切出しておりません。そういうところを抵触しないように気をつけて発言したつもり

であります。あとこちらの内容について、独断でそういう会議場で配付して説明したということに

ついては、本当に適切でなかったのかなということで反省をしておりますと。当時の会議録にきち

っと載ってます。 

何が心配してるかというと、能生地域で能生事務所長なりがそういう話をするとか、あと議会で

あったことは事実でありますから、議会のいろんな問題が話題になってるのは、それは事実ですし、

話題になるもとをつくったのは、行政の怠慢・不手際・過失でありますから、そういうところをき

ちんと指定管理者のほうへ説明していただかないと、何ていうんですか、それを理由に売り上げが

落ちたとかというふうに言われましても困るんですね。だから、指定管理に移行するときも反対し

てますし、それを行政側と指定管理者のほうで納得してやったわけですから、その辺はちゃんと含

んでやってもらいたい。しかも総会の資料でここまで書かれてるわけですから、行政５０％株主な
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んでしょう。了承してるわけでしょう。きちんと説明しなきゃいけないんじゃないですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

この資料につきましては、宿泊部、権現荘の関係の経営分析及び経営改善案ということで、株主

総会のときに一般的な株主総会の資料では、なかなかわかりづらいということで、権現荘の収支と

か、それから赤字等の状況、原因等を分析し、今後こういうふうに改善したいということで、能生

町観光物産センターが、一応、資料を配付したものであります。その中で、一番の何ていいますか

赤字の原因は、天候の不順なんだよということでありますけども、その次に風評被害というのが記

載されているというところであります。当然ながら、この資料につきましては、総会に提出します

ので、取締役会等でこれについて一応議論はしております。私も取締役ですので、そこへ行ったり

したんですけども、どなたもこれについては風評被害の項目につきましても何ら異論は出ませんで

したので、私は少しどうかなという気もあったんですけども、どなたもそういう異論を出さなかっ

たもんですから、これは能生町観光物産センターとして、指定管理者として、これはそういった何

といいますか方向でまとめたというもので、その辺を理解してるものであります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

差し出がましいことですけど、資料に項目を株主５０％の糸魚川市なんですから、風評被害の定

義ぐらいはきちんと載っけなきゃだけですよ。わからないじゃないですか、これじゃあ。項目に書

いてあるんですもん。それぐらいはちゃんと指導してくださいよ、お願いしますよ。 

じゃあ次に、指定管理移行前のリニューアル工事の効果についてであります。 

当初、小林元支配人であったり、株式会社リョケンが提案していたその効果というのは、どうだ

ったのかということをきちんと検証されましたか。要は施設をリニューアルすることによって、こ

ういうふうに変わるんだということがかなり言われたと思うんですけど、その辺検証されましたか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

土田能生事務所長。 〔能生事務所長 土田昭一君登壇〕 

○能生事務所長（土田昭一君） 

お答えいたします。 

平成２３年１月に出されておりましたリョケンからの報告書について、提言等がございました。

その提言のもの、あるいはそれについてのその後の対応というようなことで、平成２８年５月

２５日の総務文教常任委員会の中で資料提出させていただいて、ご説明をさせていただいていると

ころでございますが、５点ございまして、１点目につきましては、設備投資により高付加価値商品

提供の基盤を整え、集客・売り上げ拡大を目指すというものです。２点目につきましては、広告販
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売、営業活動など情報提供と販売活動強化により集客・売り上げ拡大を目指すというものです。

３点目につきましては、料理・サービスなどソフト力の強化による顧客満足度アップで、集客・館

内増売を目指すというものであります。４点目につきましては、柵口温泉センターとの統合による

管理運営の合理化を目指すでございます。５点目につきましては、民間活力の導入により投資効果、

運営改革効果を最大に引き出すというような５点のものが主なものであったかと思っております。 

１点目につきましては、対応といたしましては、平成２６年から２７年度に市が実施しましたリ

ニューアル工事によりまして、設備が更新され、顧客満足度が改善するとともに従業員の作業効率

が向上したというものでございます。 

２点目につきましては、小林支配人が取り組んだ「じゃらん」、「楽天」というネットエージェ

ント等の契約によりまして、遠方の県外客を初めとしてネット利用者の誘客に効果を発揮している。

あるいは平成２７年度の売り上げ実績では、売り上げの約２０％がネットエージェント経営になっ

てるというものでございます。 

３点目につきましては、小林支配人が取り組んでいる地元食材を活用した料理のレベルアップと

客単価向上に向けた取り組みが功を奏し、食の館としてのコンセプトが確立し、宿泊者一人当たり

の消費金額は増加しているというものでございます。 

４点目につきましては、平成２７年８月１日から日帰り温泉入浴施設の機能を統合しておるとい

うことでございます。 

最後の５点目でございますが、平成２９年度中に指定管理者制度に移行するように取り組んでい

るというようなことで、まとめさせていただいた上で報告をさせていただいているということでご

ざいます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

すみません。本当に詳しくご説明いただきましてありがとうございます。 

これがリニューアル後、１年目が４０９万円ですかね黒字出して、今回それがそのまま継続でき

ればよかったんですが、２９年度は非常に厳しい数字が出てきたと。これはそのリニューアルと全

く関係ないところでの数字なんですか。それともこのリニューアル工事は、申しわけないけども、

たかだか２年間しか効力を発揮できなかったというふうに捉えてますでしょうか、その辺お知らせ

ください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

土田能生事務所長。 〔能生事務所長 土田昭一君登壇〕 

○能生事務所長（土田昭一君） 

お答えいたします。 

２７年の７月から１年間の中で、先ほど市長からお答えさせていただきましたけれども、１年間

の中で何とか売り上げを伸ばそうというようなことで、議会の中でも委員会の中でもお話をさせて
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いただいたとこでございます。その金額につきましては、２,０００万というようなことで、金額

を出させていただいたところなんですが、結果として４０８万円の黒字だというようなことでござ

いました。それにつきましては、一生懸命努力をしたというふうに私は聞いておるのですけども、

結果として目標をお示しした金額に至らなかったというようなことでございます。 

以上です。 

〔「休憩お願いします」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

暫時休憩します。 

 

〈午後２時２７分 休憩〉 

 

〈午後２時２７分 開議〉 

 

○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

リニューアル効果ということですので、先ほど申しました顧客満足度の改善、それから従業員の

作業効率がよくなったということについては、今もそういうことだと思っております。そういった

リニューアル効果が発揮しているものと思っております。 

ただ、じゃあ平成２９年度指定管理したこの事業が、何で大きな、何といいますか赤字になった

かというと、能生町観光物産センターも分析しているんですけども、やはり一番あれなのは、天候

不順であったということであります。 

１つは、６月、７月、それから８月、それから１０月の台風とか集中豪雨があったということで

あります。頑張ろうということでしてました１月中旬、１月から一応２月にかけては、大雪になっ

たということで、非常にその辺の悪天候によるものが大きかったと。特に悪天候によるキャンセル

だけでも何といいますか人数と金額を足しますと、推定しますと５８０万ぐらいになってるという

ことであります。 

また、違ったところで、何といいますか天候不順による売り上げの推移、減を推計すると

１,０００万以上になるような数字になっております。それはそのときそのときのあれですけども、

そういったことで推計をしておりまして、一番の大きな原因は、悪天候による、天候不順によるも

のだということ。 

それからもう一つは、初期投資といいますか結局、能生町観光物産センターにつきましては、最

初の経営ですので、初期に投資をしなきゃならんということで、一番わかりやすいのは、３月

３１日までの棚卸し分を権現荘の会計からといいますか、権現荘から何といいますか、糸魚川市か
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ら能生町観光物産センターが買い取るということになります。そういったことを含めまして、初期

投資分も５００万ぐらいあるということであります。そういったもろもろのことをした結果、今回

は大きな赤字になったということであります。リニューアル効果につきましては、現在も発揮して

ると思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

ご説明ありがとうございます。 

ただ、この数字だけを見てしまうと、当時の平成２１年度の小林支配人が着任されたときの赤字

額とほぼ似てるもんですから、非常にまた外的要因の、今説明されてたのでちょっとそのときと非

常に似てるなと思って、今心配してたんですが、在庫の買い取り分等があるということで、今後ま

だリニューアル効果なりが出るということで理解しました。 

次に、小林元支配人が民間手法を権現荘に取り入れたんですが、そのことについて職員教育であ

るとか、先ほどちょっと言いましたがリピーターづくりだとか、あと高級食材の提供でコスト管理

だとか、あと記録や帳簿を残さないで何ていうのかな、ずっと運営していきた。そういうものを従

業員は見てるわけですよね。そういうのを続けてるということと、あと２４年・２５年の黒字につ

いては、先ほど利用内容の充実と原価率をよくしたということであるんですけども、この辺のやり

方というものは、そのまま継続されてるもんですかね。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

土田能生事務所長。 〔能生事務所長 土田昭一君登壇〕 

○能生事務所長（土田昭一君） 

お答えいたします。 

これまでの内容につきましては、会員カードあるいは権現カードですとか、そういうようなサー

ビスにつきましては、継続して引き継いでおりますし、また、先ほどの議会の中でも市外でありま

すとか、市内でありますとかの支配人が持っておられました顧客リストというんですか、そういう

ふうなものにつきましても整理をしておりまして、そちらについても引き渡しをしておるというと

ころでございます。 

失礼します。 

あと監査等で改善を指摘されたところについては、そちらについても説明をしながら引き継ぎを

しているところでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

今、元支配人のリピーターの数字を引き継いでるんですが、支配人と一緒に飲みたいというお客

さんて何人ぐらいおられました。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

土田能生事務所長。 〔能生事務所長 土田昭一君登壇〕 

○能生事務所長（土田昭一君） 

お答えいたします。 

正確な数字は把握しておりません。ただ、支配人と飲みたいというようなことでおいでになるお

客様ですとか、あるいは権現荘の関係で、テレビですとかラジオの中でコメントをしていただくわ

けなのですけれども、その中でコメントが非常にお上手だというようなことから、その方にお会い

したいというふうなことでお訪ねになってくるお客様もあるというふうに聞いてございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

だめなんですよ。やっぱりリピーターに関しては、管理簿は市の財産だから、渡すわけいかない

んですよ。２４項目の市の調査においても私と飲みたいって、これ小林元支配人が聞き取り調査で

自分で言ったことですから、それの把握はできてるはずなんで、そういうところをきちんとされな

いから、風評被害みたいな曖昧なことが、この正式な資料に出てくるんだと思うんですよ。これは

改善しなきゃいけませんよ。調査できるんでしょ、そこはどうですか。数わかるんでしょ、いかが

ですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

土田能生事務所長。 〔能生事務所長 土田昭一君登壇〕 

○能生事務所長（土田昭一君） 

お答えいたします。 

それにつきましては、お時間いただきたいんですけども、２１年度から２７年度までの間の先ほ

ど申しましたけれども、個人あるいは団体の数というようなことで、個人としましては９２件、団

体としては１７６件というようなことで承知をしておりますし、これは市内でございますけども、

市外につきましては、個人が８１、団体としては１３７というようなことで承知してございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

じゃあこの件数が減ってもおかしくないという認識でいいですか。私聞いたのは、支配人と飲み

たいと言っている人数を聞いたんですけど、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

土田能生事務所長。 〔能生事務所長 土田昭一君登壇〕 
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○能生事務所長（土田昭一君） 

お答えします。 

直接お答えを聞いてるわけではないので、本当に申しわけないんですけども、ただし、先ほど申

し上げました数字につきましては、支配人のほうから、これ私知ってる人なんだというような形の

お話の中で集計をさせていただいた数字だと承知しております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

私何が言いたいかというのは、ここの総会に出てきたこの数字というのは、風評被害ということ

よりも支配人がリピーターづくりで仲よくしていた方だとか、実際、支配人の顔で来ていた方だと

か、そういうのが全然何も調査されてない資料ですよ、これ。こういう資料出していいのかなとい

うふうに思ったので、今後こういうことがないようにしたほうがいいですよということで、忠告だ

けしときます。 

じゃあ次の大きい項目に行きます。２番、防災・減災対策であります。 

今回は、小中学校においても国・市のご努力によって設置方向で向かっておりますし、感謝して

おります。その中で、今度、小中学校はいいんですけど、保育園の関係ですね。市民の方から保育

園に行く機会があって、子供も大変だけども、そこで働いてる先生方も非常に暑くて大変だという

ことで、声いただいております。この保育園のほうのスケジュールといいますか、あと予算措置で、

これは全部市が持つのかもしれませんけども、国とかで補助いただければいいんですが、その辺、

保育園のほうのエアコンの設置の状況はどのようになっておりますでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

井川教育次長。 〔教育次長 井川賢一君登壇〕 

○教育次長（井川賢一君） 

お答えいたします。 

保育園のエアコンの設置状況ですけども、保育室につきましては、公立ですけども、全室で

５９室あるうち、設置済みが４７室で、設置率が７９.７％ということであります。保育室以外の

諸室でありますが、部屋数が４４、設置済みが２８ということで、設置率が６３.６％、合計での

設置率が７２.８％ということになっております。保育園につきましても小中学校と同様、早急な

整備をしたいというふうに今考えておりますけども、保育園につきましては、所管が厚生労働省と

いうことで、文部科学省で示されている３分の１補助が当たらないことから、市の財源でやること

になります。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 
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そういうところに、厚労省に要望とか、自治体間連携でそういうところに設置してほしいとか、

補助欲しいとかっという動きというのはないもんなんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

井川教育次長。 〔教育次長 井川賢一君登壇〕 

○教育次長（井川賢一君） 

現在のところ、自治体間で厚生労働省の要望という形では動いていない実態でございます。それ

でこれは、これまでの経過の中でいろいろな施設整備についても、公立についてはそういった補助

制度がないということで承知しておりますが、今回の件につきましては、特別な事態に対する対応

だということで、国のほうも学校については３分の１の予算を確保する。また、それ以上出てくる

かはわかりませんが、そういった対応をしている中で、保育園のほうも何とかそういった財源を期

待したいということで、市のほうでは考えておりますが、現状では、まだその辺が示されていない

ということでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

わかりました。順調に設置されればいいんですが、設置されないところについては、もう既にさ

れてると思うんですが、グリーンカーテンであるとか、すだれ、あとよしずとか、日よけシェード

というんですかね、そういったものをちょっと備品として整えてあげるだとか、扇風機はあるのか

もしれませんが、そういう自然の風を入れるために網戸の点検をしてあげるとか、ぜひやっていた

だきたいと思います。これは要望にしときます。 

次に、河川の土砂堆積であります。今回この質問をした理由は、ことしの４月から６月にかけて

公明党で１００万人訪問調査アンケートという運動を行いました。糸魚川市でも私が住んでいると

ころの大野地区を中心に防災・減災、中小企業、子育て、介護の４項目について、３２４件の聞き

取り調査を行っております。その中で、防災・減災の聞き取り９１件あったんですが、その中で

２４件の方が、河川、側溝の堆積をすごく心配だという声をいただきました。 

そこで、市内にある河川・側溝について堆積状況というものを、本来あるべき姿からどのぐらい

堆積してるのかというのを住民に周知しなきゃいけないんじゃないかなということを思いまして、

そういう活動といいますか、そういうことを考えておるのか、その確認で質問いたしました。その

辺いかがなもんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐建設課長。 〔建設課長 五十嵐博文君登壇〕 

○建設課長（五十嵐博文君） 

お答えいたします。 

県・国等の河川管理者のほうに確認いたしました。河川の堆積状況について、やはりご指摘のと

おり地区のほうに周知はしていないということでございます。 
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ただ、それぞれの河川管理者のほうで堆積状況を確認いたしまして、必要によってしゅんせつ作

業を行っておるという状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

そこで、昨今のゲリラ豪雨であるとか集中豪雨、大雨等々、また台風の影響で一極集中的な雨の

降り方を見ますと、皆さん単純に心配されますよね。そうなった場合に、河川ごとの堆積状況によ

って避難方法であるとかそういったものも徹底しなきゃいけないんじゃなかろうかというふうに、

今回、回ってて思ったもんですから、そういう点についてもきめ細やかな対応をお願いしたいんで

すが、その辺の考えいかがなもんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

災害の発生が予測される河川の増水時には、消防団や消防隊のパトロール、それから地域住民か

らの通報等で河川の水位の状況を把握する中で、避難準備・高齢者避難等の発令をする際には、安

全な経路を通って避難所へ避難するように、また避難所の指定、避難先の指定につきましてもそう

いった危険な場所を通ることがないよう安全な道を通って避難できるところを指定するように、早

目の状況把握によって対応する予定でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

通常どおりの対応は、私も理解するんですが、要は河川の中に堆積した土砂があって、そこに雑

木というんですか木が生えたりとか、草が生い茂ったりすると、またいろんなものがひっかかった

り、ひっかかってたものが急にまた抜けてきたりとかということが、いろんなニュースの報道を見

てると皆さんそこを見て心配されてるかと思いますので、その自分の住んでるところの周りにある

河川の状況というのは、やっぱり逐一住民周知をお願いしたいなと。また、それに合わせた避難方

法も周知していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

次に、３番の防災対策のレベルアップについてであります。 

国・県の動きということで、そちらから答弁いただいたんですが、ちょっと角度を変えて提案し

たいと思うんですが、小さなお子様、また保護者の視点から、国では災害時の乳児のための液体ミ

ルクの普及を進めております。市の取り組みは、その辺どうなのかと。背景としましては、東北大

震災のときに物資の供給が難しくなり、ガスや水道がとまったときに乳児のミルクの確保が非常に

大変だったということであります。 

公明党としても２０１７年２月１７日に液体ミルクの導入について、内閣府または政府側に申し
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入れをして、ことしの８月８日に液体ミルクが一応、解禁になりました。それについて、糸魚川市

の今後の考え方をお知らせいただきたいと思いますが、いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

そういった災害時の備蓄物資等の関係だと思うんですけども、今お話をいただきまして、申しわ

けございません、私、寡聞にして存じ上げませんでしたので、調べてみたいと思います。ありがと

うございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

本当８月８日に国内で製造販売が解禁になったということでありますし、価格も少し高目だそう

であります。ただ、お湯とか水とか、沸かす器具とかなくてもそのまま飲ませてあげられるという

ことで、非常に災害のときには効力を発揮するということであります。価格も張りますけども、あ

る程度の備蓄、または保育園等の施設に置くようなことも計画的に進めていただきたいと思います。 

もう一点、今度、女性の視点からであります。東京都では、東京防災という黄色い防災ブックと

いうのが出て、非常に人気になりました。その第２弾として、女性の防災への参画を促すために

「東京くらし防災」という女性向けの防災ブックが出ております。ホームページ等で、また見てい

ただければなと思うんですが、こんなふうに非常に簡単な絵が入っておりまして、男性にはわから

ない女性特有のそういう対処の必要なものだとか、そういったことが漫画でわかりやすくなってま

す。こういった、いわゆる活字でたくさん書いてあるものではなくて、こういうわかりやすいもの

をぜひ、市でつくれとは言いませんけども、県とかと連携して統一したものを発行して、周知して

いただければなと思うんですが、さっき女性議会の話も出てましたけど、女性の視点でのこういう

ものというのが大事だと思うんですが、その辺の今後、検討いただきたいんですが、その辺の考え

いかがなもんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

丸山消防長。 〔消防長 丸山幸三君登壇〕 

○消防長（丸山幸三君） 

お答えします。 

やはり災害に備えまして、啓発、いざというときにどうするかという啓発は大事だと思いますの

で、大変今の女性から見たそういった啓発というのも有効であると思います。そこら辺も今ご指摘

のものも調べさせていただいて、よりいざというときにみずから行動を起こして、みずからの命を

みずから守るという行動ができるような啓発を進めていきたいので、研究させていただきます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

研究段階なので、ついでに言いますが、新潟県はやっぱり雪国なもんですから、雪国の視点、ま

た中山間地が多いのでその視点、あとやっぱり長い海岸を持ってる新潟県でありますので、沿岸部

という部分での視点を入れた女性に対応した防災ブックというのをぜひ検討していただきたいと思

います。これ要望にしときますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、危険空き家の除却支援補助金の制度の拡充でありますが、以前、相談を受けて立ち

会ったことがあるんですが、その方は点数が足りなくて、この補助を受けられなかったんですけど

も、点数のつけ方なんですが、ぜひ危険家屋の周辺住民の声というのも加点してもらいたいんです

が、その辺の考え方はいかがなもんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

危険空き家を判断するための表については、国の不良住宅の判定の表を流用させていただいてお

ります。その中で、やはり補助金に対象になるかどうかという部分については、やはり客観的な視

点で判定しなきゃいけないというふうに思いますので、議員おっしゃるような近所の声という部分

については、入れるのは難しいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

そこで、国の補助オンリーで考えるとそうなってしまうんですが、危険空き家をなくしていきた

いという考えに基づけば、その危険空き家の周りに住んでる住民のやっぱり意識であるとか、また、

例えば自分の家が危険空き家で今迷ってるというときに、危険空き家を解体したいというふうに向

けるための後押しというか、そういう制度にしていくというふうに考えれば、やっぱりもう少し点

数を少し緩和するとか、制度を使って解体に向けていく方向にするための努力ってある程度必要か

と思うんですね。そういった意味で、その辺の検討をしていただきたいんですが、その辺難しいで

しょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

空き家対策の柱として、当然、危険な空き家の除却というのも１つの大きな柱でございますけど

も、やはり活用できる空き家については、利活用を進めるということでございます。それで、

５０点以上ということで危険空き家の対象ということで定めてございますけども、それ以下のもの

については、やはり修繕して、やはり利活用していただきたいということで、現段階では５０点以
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上という基準を設けてるものでございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

ちょっとかみ合ってないので、またの機会にします。要は、危険だから解体していくのに利活用

と言われても、私ちょっとどうかなと思いますけど、ちょっと認識が違いましたね。わかりました。 

続きまして、市の施策の件でございますが、今回挙げた質問は市民から、市民といっても本当少

数ですけど、いろいろ聞かれた内容を今回、市町合併の効果云々とか、公民館とか新エネルギービ

ジョンとか不祥事防止について挙げさせていただきました。 

なぜこの質問をしたかといいますと、議員の立場で行政の計画づくりを見てみますと、国や県の

方針により行政は、とかく計画づくりで仕事の大半が終わるという感覚が見受けられます。それを

解消するために、しきりにＰＤＣＡサイクルということで検証されておるとは思うんですが、ホー

ムページやいろんな資料を計画を見たときになかなかわかりづらいもので、市民にこの項目を聞か

れたときにぱっとうまく答えられなかったので、こういったことを進捗状況をわかりやすく提供す

る方法を検討していただきたいんですが、その辺、すみませんね、項目たくさん言っといてざっく

りした質問の仕方なんですけども、そういうわかりやすい進捗状況の提示の仕方というのを検討し

てもらいたいんですが、その辺いかがなもんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

渡辺企画定住課長。 〔企画定住課長 渡辺孝志君登壇〕 

○企画定住課長（渡辺孝志君） 

議員からの質問の項目は、合併の関係ということで新市建設計画というお届けであったもんです

から、それにちょっと絞っていきますけども、資料のほうでは、一応ホームページで新市建設計画

の最新の事業費に対する進捗という形で、地域審議会というものをやってるんですけども、そうい

うところでは話をします。確かに議員の言われるようにもうちょっと見やすいというか、ぱっとこ

うした見える化というのは工夫が要るなというふうに思っております。全ての計画の全部、私がち

ょっと見てるわけじゃないんですけども、やっぱりつくって自分たちの自己満足にならないように、

やっぱり市民が見て客観的に情報が共有できるような、そんな資料のつくり方はしていかなきゃい

けないというふうに思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

例えば糸魚川市の新エネルギービジョンて、こういうの刷ってきましたけども、いろいろエネル

ギー量だとか、バイオマスだとかといろいろこうやって出てるんですが、多分、市民が知りたいの

は、こういうのも当然データとして必要なんですが、例えば大野で地熱発電の調査が２カ所で行わ

れた。それについてどう動いているのか、動いてないのか。もっと期待できるのか、期待できない
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のか。そういったところをわかるように出してほしいんですね。これはあくまでも利用しようとす

る方にデータとしてあげますよという内容であって、そうではなくて、このビジョンから見て、市

民はどう動くのかというのを知りたいわけですよ。そういったものをその計画のプランに沿って、

今ここまで来てますよと。棒グラフでもいいじゃないですか、ここまで進捗しましたよとかって。

具体的に写真張りつけるだけでもいいと思うんで。そういう工夫ってすごく大事だと思うんですが、

その辺いかがですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

議員おっしゃるようにそれぞれのプロジェクト等の進捗状況が見えるようにするということは大

事かと思っております。 

ただ、エネルギービジョンの関係について申し上げますと、やはり２番、３番の地熱発電とか小

水力のほうにつきましては、そのビジョンに乗せたとおりの計画どおり、一応、市のほうで可能性

調査等を実施しました。それで、そのデータ等を公開し、民間事業者が、そのデータ等を参照しな

がら、糸魚川市でどういう可能性があり、どういう開発をするかというのを個々やってくような状

況になっております。それで、その部分の動き、まだ事業に本当に現地に着手した場合については、

情報等を公開したり、見える化はできるんですけども、なかなかやはりその前段にどういうふうな

地元との調整なり、可能性があるかという、企業独自の調査なりをやってる段階では、やはり企業

独自のそういう秘密事項等もありますので、なかなか公開できる部分が難しい部分ございます。 

ただ、先ほど申し上げたように現場のほうへ着手するよという段階になりましたら、そういう部

分については、積極的に公開してまいりたいというふうに考えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

せっかくの機会なので、地熱発電に関しましては、ソフトバンクグループが２０２０年までに発

電を始めるみたいなニュースが出たわけですよ。そうしますと地元としては、期待をしてますよね。

そういった進捗状況であり、募集はしてるけどまだ動きがないとか、その辺の情報というのは、こ

れはあるんでしょうか。今、頓挫している状況なんですか、ちょっと教えてください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

五十嵐環境生活課長。 〔環境生活課長 五十嵐久英君登壇〕 

○環境生活課長（五十嵐久英君） 

具体的な話については、ちょっと言えない部分もあるんですけども、地熱発電では市内の２カ所

で今、民間事業者のほうが調査に入っていたり、上空からＪＯＧＭＥＣのほうが糸魚川地内、地表

調査をしたりしている状況でございます。 

ただし、先ほど出た大野の部分については、今、民間事業者のほうの調査等が中断してるという
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状況でございます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

大きい４番、海洋高校による地方創生総合プロジェクトについてであります。 

これは本当にきょうは非常に、夢物語的な質問させてもらって、非常に丁寧な回答をいただいた

んですが、今からこれちょっと要望的になりますので、ちょっと聞いていただきたいんですが、お

願いします。今回、４項目を質問しておりますが、この提案を進めるためには、また近づけるため

には、２つ要望がございます。 

１つ目は、産学官推進企画幹の久保田郁夫さんの役割と権能を強めていただきたいという要望で

あります。農林水産課の中の位置づけでありますが、できましたら市長直属の特命監的なものも検

討していただきたいなと。 

なぜかといいますのは、高校生レストランで有名であります三重県多気町役場の「まちの宝創造

特命監」という岸川政之さんという方がおられるんですが、平成２５年１０月９日から１１日にか

けて、建設産業常任委員会で三重県相可高校の高校生レストランを視察しております。そういった

ときにその１人の核になる人が物事を推進していく上で非常に大事になってくるということを学ん

でまいりました。できましたら海洋高校のいろんなものを取り組んでいく上で、特命監的な地位と

活動をもっと拡大してほしいなということが、まず１点。 

もう一つは、米田市長の県立海洋高校との産官学連携事業による工場設立であるとか、女子学生

のための女子寮の改修事業であるとか、そういった連携、それは私としては、三重県相可高校の高

校生レストランに匹敵するぐらいの取り組みであるというふうに本当に評価をしております。 

そこで、次のステップとして、行政としては総合戦略という地方創生あるんですけども、それと

違った形で今、文部科学省の公立高校を核に地域を支えていく人材を育成するモデル事業というの

が２０１９年度から始まります。文科省は、高校初の地方創生と位置づけたい考えでありまして、

必要経費を来年度に予算の概算要求に盛り込むとしております。これについてもぜひ海洋高校のこ

とではあるんですが、オール糸魚川で勝負していただければなというふうに思っておりまして、そ

の辺の考えを、総合戦略という見方もあるんですが、この１本に絞って、ここから逆に広げていく

という地方創生の取り組みをしていただきたいということを要望するんですが、その辺の考え方、

いかがなもんでしょうか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

非常に今、国が若者定着、地方創生、いろんな観点から、やはり地方の都市、学校と教育機関の

ない地域も全国にいっぱいあるわけでございますが、そういう中で地域の高校生を核にして、そう

いった課題解決を図っていこうという、今動きが出てまいりました。当然、今、糸魚川市はゼロ歳
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から１８歳までということで、高校まで視野に入れて教育の学力向上とか、若者定着について進め

てまいりました。海洋高校の支援もその一環と捉えております。 

そういったことと、そして、この４月から久保田企画幹を今、市に入っていただいて、進めてい

くこと、非常に今のこの政府の方向性と似たところがございます。そんなことから私ども、やはり

意を強くして、これを進めていきたいと思っております。これはやはり海洋高校のみならず、糸魚

川の中においては、県立高等学校、そしてまた県立白嶺高校もあるわけでございますので、その

３つもやはり一緒になって捉えていきたいと思っております。高校はどうかというと、高校だけで

はございません。やはり高校へ行くには中学校も大事なんで、中学校の校長先生ともそういう話を

しながら今、我々といたしましては、糸魚川版のそういったこの形をしっかりと整えていこうと。 

要するに少し先を走っていた部分がございますので、その辺もう少し整理をして、そして我々の

考え方を理解して、採択していただけるようなものに持っていきたいということで、今、久保田企

画幹を中心に今進めておりまして、決して農林水産課におられるから、その範囲という捉え方では

ございません。やはり産学官という１つの考え方を見ますと、学のポジションはよく知られとる。

産業というもののところにも少し力を入れていきたいということで、どこかに籍を置かなくちゃい

けない部分でありますので、そこへ置いたというだけでございまして、横断的な行動・活動を今し

ていただいておりまして、今本当に市外といいましょうか国や県の方向性や、また高等教育機関と

もつながっておりますし、また、そういった市内の中の小中との連携もやっていただいております

ので、我々といたしましても、ぜひ国の施策の中に乗っかっていきたいということで向かっていき

ますので、よろしくお願いしたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

保坂議員。 

○１０番（保坂 悟君） 

まさに市長おっしゃったとおり、糸魚川市一貫教育をしております。そういった意味でも海洋高

校にモデルケースとして制度が構築できればなと。あと、また３つの高校につきましてもサテライ

ト方式といいますかキャンパス方式といいますか、糸魚川の高校が連携できることもあるかと思い

ますので、いろんな角度でこれまでの常識を打ち破るような施策をぜひ皆さんと知恵を出し合って

構築できればなと思っておりますので、そのためには、まず１人の核をつくらなきゃいけないとい

うことで要望させていただきました。大変期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 

以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、保坂議員の質問が終わりました。 

暫時休憩いたします。 

再開を３時１５分といたします。 

 

〈午後３時０５分 休憩〉 

 

〈午後３時１５分 開議〉 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

休憩を解き会議を再開いたします。 

次に、平澤惣一郎議員。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。〔１番 平澤惣一郎君登壇〕 

○１番（平澤惣一郎君） 

奴奈川クラブの平澤惣一郎です。 

第１回目の質問をさせていただきます。 

１、権現荘問題と元支配人の勤務実態・責任の所在について。 

元市直営の宿・柵口温泉権現荘不正疑惑問題については、議員就任以来、毎回質問をさせていた

だきましたが、所管の委員会審査を傍聴しても、全く納得できる答弁はなく、説明を聞くほど、な

ぜ１億円を超える赤字が生じたのか、元支配人の私物化ともいえる放漫経営を長年許してきたのか。

私には理解することができません。 

またなぜ計画を前倒しにし、反対意見を押し切ってまで指定管理に移行したのか。私のもとには、

厄介者を無理やり株式会社能生町観光物産センターに押しつけ、責任逃れをしたとしか思えないと

の厳しい意見や、行政ぐるみの隠蔽工作ではないかとの指摘も届いております。 

米田市長は常々、責任を持って問題解決に当たると公言されております。今回その議会、市民に

対し、明快な回答をお願いするものであります。 

(1) 市直営の宿「権現荘」のずさんな管理・放漫経営の結果、７カ年で１億円を超す巨額な累

積赤字を市民の血税で補塡したことについて、行政の管理責任をどうお考えか。 

(2) 元支配人・小林金吾氏との契約はどのような内容であり、なぜ小林氏を採用したのか。ま

た勤務実態を把握していたのか。 

(3) 前任期の市議会より監査請求された際の、市監査委員からの数々の厳しい指摘の内容はい

かなるものか。行政としてどう受けとめているのか。 

(4) 直営から株式会社能生町観光物産センターへ指定管理移行した契約内容と経過はどうであ

ったか。理事会や株主総会で反対意見はなかったのか。 

(5) 指定管理移行後の経営状況はどうか。赤字の場合はどうするのか。 

(6) 本年度の株主総会において、副市長が語った「風評被害」とはどういう意味かお聞かせく

ださい。 

(7) 小林元支配人より迷惑料として４２万円を受け取っており、この返納行為により小林元支

配人の責任は果たされるものなのかお聞かせください。 

(8) 公会計だから不正をチェックできなかったとはどういう意味か。行政責任は極めて重いも

のと判断するがいかがか。 

第１回目の質問を終わります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

平澤議員のご質問にお答えいたします。 

１点目につきましては、それぞれの年度における赤字の理由や決算分析は、これまで説明してき

たとおりでありますが、管理監督責任や過失、不手際、怠慢については、それぞれ処分を行ってお

ります。 

２点目につきましては、採用の目的は、他の宿泊施設で実績を上げ、権現荘に民間的な経営手法

を導入することができる人材を登用することであり、任期付職員として採用いたしました。 

なお、権現荘での業務全般を管理する職員であったため、勤務の内容については任せておりまし

た。 

３点目につきましては、２９年２月２０日の監査結果を市としても重く受けとめ、改善に努めて

おります。 

４点目につきましては、２８年１０月３１日の総務文教常任委員会及び同年１２月２１日の市議

会全員協議会に提出した管理運営業務仕様書の内容に沿った契約を行っております。 

なお、株式会社能生町観光物産センター取締役会並びに株主総会においては、一部反対意見があ

りましたが、承認されております。 

５点目につきましては、２９年度の経営状況は、大変厳しく赤字となりましたが、市は赤字決算

となっても補塡しない協定となっております。 

６点目につきましては、株主総会において副市長は、風評被害について発言しておりませんので、

お答えできません。 

７点目につきましては、２９年９月２２日の総務文教常任委員会に報告したとおり、元支配人に

おいて新たな法律上の支払い義務が発生するような状況があれば、別途、元支配人とその支払いに

関する協議を行うことといたしております。 

８点目につきましては、公会計に従った経理を行っておりましたが、物品出納簿等の作成がして

おらず、一部不適切な運用もあったと考えております。 

以上、ご質問にお答えいたしましたが、再度のご質問によりましては、所管の部・課長から答弁

もありますのでよろしくお願いいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

それでは、順番がちょっとちぐはぐするかもしれませんが、お許しをいただきたいと思います。 

１つ目にお聞きしたいのは、支配人の採用についてです。多分、数名の応募があったように聞い

ております。いかなる方法で、どうしてその方を決めたのか。それと、どのような身分で決めたの

か、採用したのか。そして、契約をしっかりと、営業に対する契約を交わしたのかどうか、この辺

についてお答えをいただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

一般に権現荘の支配人、民間登用するということでしましたのは、やはり平成２０年ごろから経

営状況が非常に悪くなったということであります。そういったことで民間的な経営手法を導入した

いということで、支配人を募集したものであります。公募したというものであります。募集したの

は、平成２１年の３月であります。応募者は、２名の方が応募がありまして、その２名につきまし

て、１次選考ということで書類とか論文とかそれもしましたし、また、面接もしたということであ

ります。 

そうしたことで小林支配人を採用したということであります。平成２１年の４月から採用してお

ります。平成２１年４月から平成２６年３月までは、任期付職員ということであります。参事相当

職ということで、課長に準ずるものであります。課長職ということであります。そういったことで

しましたし、２６年４月から２８年９月までは、非常勤の特別職ということで、特別職扱いをさせ

てもらったというものであります。 

そういったことで採用させてもらいまして、したがいまして、雇用契約等もきちんとさせてもら

ったということで、今のところ、当時、一番最初は、月額３８万５,５００円とか、そういう数字

になりますが、手当等も含めますと大体年間総支給額は、７００万ぐらいということであります。

平成２６年４月から非常勤特別職ということでありまして、報酬は月額６０万円ということでさせ

てもらったというものであります。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

では、契約内容について詳しくご説明をいただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

最初のときは、契約ではなくて雇用でありますので、雇用したので職員扱いということで雇用し

たということであります。一般職員の雇用と一緒であります。それから平成２６年からは特別職と

いうことでありますけども、それぞれ雇用契約をした上でやっております。失礼しました。平成

２７年当時の雇用契約をいいますと、非常勤特別職ということでありますし、業務につきましては、

施設の管理に係る業務、それから施設の運営に係る業務、それから施設に勤務するものの勤務及び

人事に係る業務、それから柵口温泉事業特別会計の予算管理に係る業務、それから施設を管理及び

運営する上で必要となるその他の業務、報酬は月６０万円ですよということであります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 



－ 125 － 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

契約内容は余りはっきりしませんけれども、今回、業務委託をした能生町観光物産センターにつ

いては、細かい規約を読み込んでありますよね。月々に市のほうへ報告すること、半年に１回は決

算をすること、それらの細かいことを綿密に契約に盛り込んであります。それに対しても赤字が出

たと。要は、毎月報告を受けながら、なぜ赤字が出たのか。そういう指導を月ごとにしていたのか、

していなかったのか、お答えいただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

土田能生事務所長。 〔能生事務所長 土田昭一君登壇〕 

○能生事務所長（土田昭一君） 

お答えいたします。 

能生町観光物産センター様とは、糸魚川市温泉施設柵口温泉権現荘の管理に関する基本協定書と

いうことで、協定書を結ばせていただいて、管理をしていただいておるところでございますが、そ

れで、その協定書のほかに業務仕様書というようなことで、附属の書類もつけさせていただく中で、

その中で月々、あるいは年間の契約についてということで示させていただいておりまして、まず最

初に事業計画書というようなことで提出を求めておりますし、また月々の報告というようなことで

も報告を求めております。 

事務所といたしましては、報告をいただくだけではなくて、こちらのほうから権現荘のほうへ行

きまして、時間をとりながら、その月々の収支について話を聞いて、内容を確認しているというよ

うなことでございます。 

ただし、その段階におきましては、売り上げについてはわかるのですけれども、その収支の細か

いところについては、その時点では毎月毎月のものはちょっとわからないので、わかり次第、連絡

いただくようにというような形での指導はさせていただいておりますし、その都度、２８年度の内

容についても参考というようなことで話をさせていただきながら経営を進めていただくようなこと

でさせていただいておるとこでございます。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

今ほどお聞きいたしましたけれども、そのような細かい連絡をとりながら、なぜ赤字になったの

か、多分そこまで話を詰めていなかったんじゃないですか。支配人は、小林支配人については大変

長い間の旅館業としての経験があられたということで、採用の一因になったように聞いております

けれども、それらの経験が全然生かされていない、そういうことについてはいかがお考えでしょう

か。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（五十嵐健一郎君） 

土田能生事務所長。 〔能生事務所長 土田昭一君登壇〕 

○能生事務所長（土田昭一君） 

お答えいたします。 

元支配人のほうで培っていただいたものについては、先ほどの説明をさせていただいたとおり引

き継ぎをさせていただきながら、その財産を引き続き活用するような形で運用していただいている

というようなことでございますし、支配人がお退きになった後についても、同じように経営を続け

ておったんですけども、やはり支配人を通じて来られたお客様というのも現実としてあったという

ようなことでございまして、そちらのほうのお客様の伸びがなくなってしまったというようなこと

も１つの原因かと思っておりますし、また先ほど来、お話しさせていただいたとこでございますけ

ども、たまたま外的要因というようなことでございますけども、昨年につきましては、６月の後半

から大雨あるいは８月の１２日、それについても雨が降った、あるいは９月には台風が来たという

ようなこと、あるいは１月には大雪と寒波というようなことで、非常に１年を通じて厳しい年であ

ったというふうに考えておりますし、夏につきましては、雨も降ったわけなんですけども、それに

よって日本海の海のほうが冷え込みまして、冷たいがために遊泳禁止というようなことで処置もあ

ったというふうに聞いてございまして、そのあたりの関係もございまして、お客様の入り込みが非

常に落ちたというようなことで、そのあたりが昨年の業績が厳しい結果になったものというふうに

思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

今述べられたような外的要因については、柵口温泉だけが受けたことじゃないですよ。全ての旅

館、商売人、皆さんそれぞれ同じ環境で商売やってるんですよ。ほいで皆さんそれぞれに努力をし

て、何とか赤字にならないようにということで努力をしていて、皆さん頑張ってるんですよ。柵口

温泉だけじゃないです。なのに柵口温泉が赤字になったということは、まだ内的要因があるんじゃ

ないですか。内的要因について赤字、どのような状況の内部状況で赤字になったかという説明は一

切ないんですよ。外的要因並べたってしょうがないでしょ。どのような状況で赤字になったんです

か、説明ください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

土田能生事務所長。 〔能生事務所長 土田昭一君登壇〕 

○能生事務所長（土田昭一君） 

お答えいたします。 

監査等でもご指摘いただきましたし、あるいは帳簿等の関係についてもということで、これまで

ご指摘いただいとったわけですけども、そういうような点につきましては、新たな物産センターさ

んのほうでやるにつきましては、そういうものを改めて改善をしてきたというようなことでござい

ますし、職員の教育等についても、さらなるお客様へのサービスというようなことで、新たにコン
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サルを頼みながら改善に努めているというような中での今回の赤字というようなことでありました

ので、中でのフロント等の対応等につきましては、いろんな努力を重ねたのですけれども、結果と

してこのような結果になったというような形で捉えております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

余り納得のできる答えじゃないですけれども。 

ここに１通のはがきがございます。市長宛てのはがきです。これは権現荘の板場さんから来た手

紙です。読ませていただきます。 

米田市長、今、権現荘では何が起きているか知っていますか。小林金吾支配人のやりたい放題、

交通費が出ているのに月に２５日は泊まって酒を飲み、客室にいます。友人が週に一、二回泊まっ

ている、ゼロ円。山盛りの刺身、売店の品、ワイン、酒、ビール何でもただ、おかしくないですか。

６時から９時ごろまでの仕事になっているのが、昼寝している。知り合いの客には、何でもサービ

ス。１月の７日、８日、９日の研修のときも友人も同行、このときも権現荘から酒、ビール、売店

の品を山ほど持ち出している。今回のリフォームの件でも板場に何も話さないで進めて、壊れた冷

凍庫の件を話したにもかかわらず、買わない、何かおかしいんじゃないでしょうか。 

こういうはがきなんですよ。いかに支配人が今までいいかげんなことをしてきたか、これは

２７年２月１９日の消印なんです。かなり、五、六年我慢に我慢をして、もう我慢し切れないとな

ってはがきを出したんですよ。これはいかが思います。これで支配人正しいと思いますか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

それは恐らく内部告発だと思っておりますけども、ただ、差出人の名前が出ておりません。 

したがいまして、私らにすれば何で私らのところに来てくれなかったかということでおりますが、

ただ、そのときも調査をして、支配人にも確認をしたところなんですけども、そういった事実はな

いというふうな支配人の言葉であったということであります。ただ、非常にそういったことで、こ

ういうような来たので非常に注意をさせてもらったということであります。今考えますと、そのと

きもう少しきちんと手を打ってればなというのは、その後の反省材料であります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

そんなことはなかったと言いますが、そんなもんじゃないんですよ。これあったんですよ。ほれ

で、このはがきを出した後、支配人は、ちくられたと言って、刺身の山盛りはやめたそうです。と

いうことは、支配人自体が認めてるんですよ。ですから、こういうことをやらせていて、ずさんな
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経営なんです。もう注意も何にもしないで支配人のやりたい放題なんですよね。こんなことで赤字

を出して、市民の血税をつぎ込んでいいんですか。市長どうですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

その件も含めまして、二十何項目の調査をさせてもらいました。それにつきましても職員によっ

て、そういうのがあったかもしれないとか、わからないとかなかったんではないかとか、そういっ

たことで調査の限界を感じましたので、私たちのほうは警察のほうの捜査に協力して、警察に捜査

をしてもらったというものであります。 

そういったことで、警察はいろんな面で捜査をしたというふうに聞いております。私らのほうか

らは、警察に対しましては、資料の提出等を協力しました。資料は全部で段ボールで２０箱ぐらい

の資料は提出して、警察の捜査に協力したものであります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

警察に協力をしたということですけれども、要は行政側では、警察でどんな調べ方をやったかわ

からないという答弁なんですよね。そんなことは支配人に一言聞けばわかることでしょう。どんな

ことでどんなことを聞かれたのかというのは、支配人が一番よく知ってるんですよ。職員じゃない

んですか、あなた方の。それをなぜ支配人に聞かないんですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

支配人には聞いております。どういった捜査があったかとは聞いておりますけども、非常に厳し

い捜査であったということでありまして、ただ、支配人から聞きましたけども、それが本当かうそ

かわかりませんので、こういった公の場では個人情報もございますので、そういった内容について

は、説明は割愛させてもらいたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

２１年から２８年まで７年間、１億円以上の累積赤字です。もう一般の会社でしたらとっくに潰

れてるんですよ。公の場合は、市長はどういう立場なのかわかりませんけれども、一応、最高責任

者なんですよね。一般では、最高責任者は社長というんですよ。今、公の場合は市長がトップなわ
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けですけれども、市長がどのように部下に指導したのか、どんな要点で指導したのか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

７年間で１億円を超える赤字をつくったということでありますけども、その赤字は全てが前支配

人のせいではないというふうに考えております。当時ながら平成２０年ごろにもうリーマンショッ

クが始まっておりますし、平成２３年の３月では東日本大震災が入りまして、非常に社会が萎縮し

た時代であったということであります。そういったことで、私らもほかのことを言うわけではない

んですけども、他の市町村のこういった施設、温泉宿泊施設等を調べてみますけども、ほとんどが

赤字で何といいますか指定管理料をどんどん払ってるという状況であります。そういったことを踏

まえますと１つの非常にサービス業なり宿泊をやるには、大変厳しい時代ではなかったかと思って

おります。 

以上であります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

それは外的要因であって、さっきも言ったように柵口温泉だけが受けたことじゃないんですよ。

皆さんそれぞれ企業努力をされて、赤字を出さないように努力してる。糸魚川市は何でそういう努

力をしないんです。ずっと赤字続きなんですよ。１,０００万、２,０００万、そんな普通の一般の

商店でしたらもうとっくに潰れてますよ。ほいで、あなた方は、自分の懐が痛まないから税金入れ

ときゃいいやって簡単な気持ちでやってるかもしれませんけど、糸魚川市に私含めて、市民は納得

できるもんじゃないですよ。そんな安易な考えで税金を使われたんじゃ、たまったもんじゃないで

すよ。糸魚川市民を代表して発言します。どうですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

米田市長。 〔市長 米田 徹君登壇〕 

○市長（米田 徹君） 

お答えいたします。 

非常にご指摘の点については、以前からもご指摘いただいております。そういう中で進めてまい

ったわけでございまして、いろんな調査をやっております。そういう中でなかなかわからない部分

もあったわけでございまして、それぞれいろんなことに対しまして、それなりの責任をとってまい

っております。また、説明もさせていただいております。我々に対しましては、当然、管理監督責

任や過失、不手際、怠慢があったということで処分もさせていただいております。そういう中で再

度、またご指摘いただいても同じご回答しかできませんのでご理解いただきたいと思ってます。 
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〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

元支配人の業績について、刑事告訴をされたわけですけれども、行政側の不起訴に対する解釈は、

我々とやっぱり食い違うんですよね。不起訴についての、要はこの件についての不起訴については

どういう感覚でおられるんですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

不起訴は不起訴だと思っております。検察のほうからも不起訴になったということも糸魚川市の

ほうへは、そういった通知は来ておりません。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

不起訴には３種類あります。嫌疑なし、嫌疑あり、それから嫌疑はあるけれども本人が罪を認め

て反省をし、ある程度の弁償をして、示談に持ち込む場合には、そういう猶予処分になるわけです

よ。今回の判決は、起訴猶予処分なんです。まるっきり罪がないという判例じゃないんですよ。で

すからその辺を、行政のほうでは、不起訴だからもう後は調べないんだという態度をとっておられ

ますけれども、これは嫌疑十分なんですよ。ですから、その辺をしっかり調べて、赤字の原因を追

求すべきじゃないんですか、いかがでしょう。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

不起訴となった結果につきましては、市にも通知がないという状況であります。ただ、本年の

１月下旬の新聞報道で不起訴になったんだなということを知ったわけであります。一般的には、私

らも調べたんですけども、不起訴の理由は一般には公表されないということでありますので、公表

されないものを私らのほうで３つのどの分類なのかとか、そういうことまでわかりませんので、不

起訴は不起訴として受けたいと思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 
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今言ったようにあなた方の解釈は、全然違うんですよね。ですからもう少し真摯に受けとめて、

改善するのが市の務めだと思いますよ。いかがでしょう。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

権現荘元支配人の不起訴でありますけども、何といいますか不起訴ですけども、その中で私ら前

に昨年の９月に総務文教常任委員会にも報告しましたけども、４２万円の自主返納については、ぜ

ひ受けるということで申し出を受けますけども、なお、今後、警察の捜査の状況を踏まえ、元支配

人において新たな法律上の支払い義務が発生するような状況があれば、別途、元支配人とその支払

いに関する協議を行うということで、その辺はきちんと留保してあります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

それでは、質問の方向を変えます。 

市側は、支配人の弁護士からの通知だということで、支配人は私的には使っていませんという文

書を委員会のほうへ提出されましたよね。これは非常に重要な問題なんですよ。市側がそういう態

度をとるんであったら、元支配人は、検察庁で全部うそを言ってきたという裏返しになるんですよ。

その辺どうお考えですか、大変ですよ、これは。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

反問いいですか。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

反問を許します。 

どうぞ。 

○副市長（織田義夫君） 

反問させていただきます。 

今の平澤議員の質問について、ちょっと私らのほうも理解ができませんので、もう少しきちんと

した丁寧といいますか、もっと詳しく説明願いたいと思います。ちょっとその辺の、何といいます

か理解できないので、よろしく願いたいと思います。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 
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○１番（平澤惣一郎君） 

私が、総務文教委員会の委員会に傍聴した折に、市のほうからそういう文書を出されたので、そ

れはあなた方が出した文書なんですから、それは人に聞くことじゃないでしょ。自分たちが出した

文書なんですから、ちゃんと調べてください。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

反問を終了いたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

元支配人の代理人弁護士からの文書を提出したというもんですから、提出したかどうか確認した

んですけど、その文書自体は提出しておりません。私たちが提出したのは、権現荘元支配人の不起

訴についてという文書で、私らがつくった文書で、元支配人に対する告発による警察の捜査結果だ

ったとか、捜査を受けて、元支配人と面談した聞き取り内容だとか、そういうものを箇条書きした

ものを提出させてもらったというものであります。その中には、元支配人の代理弁護士からは、私

的に飲んだことを否定してきたこともありますということで、その一文は入ってるというとこであ

ります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

それは多分、副市長の勘違いだと思います。私はＢ版ぐらいの紙で、１枚もので出されたのを見

ております。これは、やはりもう少し市として行政側として、市民の税金を使うんですから真剣に

取り組んでいただきたいと思うんですよ。本当に今まで答弁を聞いてても真剣さが全然伝わってこ

ない。ただ税金を投入するんじゃ、糸魚川市いつまでたったってよくなるわけありませんよ。です

から、その辺は十分に気をつけていただきたいと思います。 

それから、前任期の市議会より監査請求された際、監査委員からの数々の厳しい指摘の内容は、

いかなるものなんでしょうか。行政としてどう受けとめておるのか、お聞かせください。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

土田能生事務所長。 〔能生事務所長 土田昭一君登壇〕 

○能生事務所長（土田昭一君） 

平成２８年の１２月２７日に議会監査請求ということで、請求が出されております。請求者につ

きましては、糸魚川市議会ということでございます。請求事項につきましては、権現荘の飲食料品

を自己消費していた疑い、レストラン火打の注文伝票を約１年間にわたって破棄したことは横領の

疑い、支配人と業者の癒着が疑われるというようなものが請求事項でございました。 

これについて、監査結果ということで平成２９年の２月の２０日に監査結果ということで出され
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ておりまして、結果の概要でございますけども、自己消費で使用・不使用の証拠は、文書では確認

できないため判断できない。食材や飲食料品、飲料品などの出納管理がないのは財務規則上、不適

切。横領の可能性は低いと思われるが、注文伝票の破棄は文書規定上、不適切である。不正は確認

できなかったが、宿泊を支配人の判断で無料としたのは不適切であると。取引業者への業務依頼は

不適切で、糸魚川市職員不祥事防止のための行動指針に違反するというようなことでございまして、

意見といたしまして証拠文書がほとんどなく、不正の有無が判断できず、大変遺憾である。不正を

防ぐ仕組みはあったが、適正に運用されていなかった。不正を防ぐ内部統制制度の充実が必要であ

るというようなことを出されております。 

以上です。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

今、受けたように監査請求をされたにもかかわらず、そういうことで、なあなあで終わらせてし

まってるんですよ。これじゃあたまったもんじゃないですよ。ですから、これからについては真摯

に受けとめて、いかにして税金を少なくして効果を上げるか、これを考えていただいて、しっかり

と運営していただきたいと思います。 

それから、これは６番目の株式総会においての風評被害については、先ほどいろいろ議論があり

ましたので、割愛させていただきます。 

それから、公会計だから不正チェックができなかった。これはどういう意味なんですか。私には

理解できません。行政責任は、極めて重いものと判断いたしますが、いかがなもんでしょう。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

８点目の質問でありますけども、公会計に従った経理をしておりましたんですけども、物品出納

簿等のほうが作成されてないで、一部不適切な運用もあったということであります。そういったこ

とも踏まえまして、市長が答弁しましたとおり、管理監督責任、それから過失、不手際、怠慢等に

つきましては、責任を重く受けとめまして、それぞれ処分を行ってきたところであります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

公会計については、帳簿類とか伝票類は一切要らないんですか。そんな公会計ってないでしょう、

どうですか。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 
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織田副市長。 〔副市長 織田義夫君登壇〕 

○副市長（織田義夫君） 

お答え申し上げます。 

公会計につきましても当然ながら現金等の出し入れについては、非常に厳しいものでありますけ

ども、ただ、物品等については、企業会計と比べてその辺は少しルーズな面があったというもので

あります。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（五十嵐健一郎君） 

平澤議員。 

○１番（平澤惣一郎君） 

これも大変ずさんなやり方だと思いますし、やはり基本は帳簿・伝票類なんですよ。それらをし

っかり、ことしから複式簿記形式で記帳されるということですので、その辺は是正されると思いま

すけれども、今後こういうことのないように気をつけていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、税金の無駄遣いを今まで議会で問題にされてこなかったことが不思議でなりません。や

はり議員一人一人が是々非々でいいものはいい、悪いものは悪いでチェック機能を果たさなければ、

糸魚川市はよくなることはないと思っております。チェック機能ができる議会であってほしいと望

みまして、私の質問を終わります。 

○議長（五十嵐健一郎君） 

以上で、平澤議員の質問が終わりました。 

本日はこれにてとどめ、延会といたします。 

大変ご苦労さんでした。 

 

〈午後４時０２分 延会〉 
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